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（２） 見直しの背景

「小樽市緑の基本計画」は平成16年（2004年）に策定され、計画期間を平成16年

（2004年）から令和２年（2020年）までとし、令和２年度をもって計画期間を満了

しましたが、次期計画の策定時期と同時に上位計画である第７次小樽市総合計画など

の策定が進められており、上位計画との整合を図る必要があったことから、計画期間

満了から次期計画の策定までは、現計画の基本理念に基づき、緑地の保全や緑化の推

進に努めてきました。

計画の策定以降、人口減少や少子高齢化の進行のほか、近年の大規模な自然災害の

多発による防災意識の高まりなどから、社会情勢が大きく変化し、それに伴う法改正

や上位計画・関連計画などの見直しがされてきました。

次期計画についても、このような社会情勢の変化などに対応した計画とするもので

す。

見直しの背景
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計画の位置付け
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〔関連計画〕

第７次小樽市総合計画（令和元年10月）

［小樽市自治基本条例］

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（小樽及び札幌圏）（令和３年３月）

［都市計画法］

〇第２次小樽市都市計画マスタープラン

（令和２年２月）［都市計画法］

〇小樽市立地適正化計画

（策定中）[都市再生特別措置法]

〇小樽市環境基本計画

（平成27年２月）［環境基本法］

〇小樽市景観計画

（平成21年２月）［景観法］

〇その他関連計画

小樽市緑の基本計画

［都市緑地法］

〔上位計画〕

〔関連計画〕〔個別計画〕

即す 即す 即す

連携連携

整合

〇小樽市公園施設長寿命化計画

（平成25年12月）

〔個別施設計画〕

即す



（３） 見直しの進め方
策定スケジュール
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令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

庁内調整会議 ・現況調査結果報告
・現況評価と課題について

・計画の基本方針と目標について
・緑地の配置方針について

関係部長会議 ・現況調査結果報告
・現況評価と課題について

・計画の基本方針と目標について
・緑地の配置方針について

策定委員会 ・現況調査結果報告
・現況評価と課題について

・計画の基本方針と目標について
・緑地の配置方針について

都市計画審議会 ・計画の基本方針と目標について
・緑地の配置方針について

市議会 ・策定概要
・スケジュール

・現況調査結果報告
・現況評価と課題について

・計画の基本方針と目標について
・緑地の配置方針について

市民 ・現況調査結果報告
・ワークショップ

1回 2回

1回 2回

1回 2回

（報告）

2定 3定 4定 1定

1回(市民懇談会)

令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

庁内調整会議
・計画推進のための施策について ・素案

・パブリックコメント
結果報告

・原案

関係部長会議
・計画推進のための施策について ・素案

・パブリックコメント
結果報告

・原案 ・計画策定

策定委員会
・計画推進のための施策について ・素案

・パブリックコメント
結果報告

・計画案

都市計画審議会
・策定報告

市議会
・スケジュール ・素案報告

・パブリックコメント
結果報告

・策定報告

市民 ・素案 ・パブリックコメント
・ワークショップ

4回 5回 6回

4回 5回 6回 7回

4回 5回 6回

2定 3定 4定 1定

2回(市民懇談会)

（報告）

3回

3回

3回



計画の構成（案）

本計画の策定に当たっては、緑の課題を整理し、以下のように現計画の構成を

基本としていきたい。
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計画のフレーム

計画の目標水準
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緑
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の
配
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第３章
緑地の配置方針
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の
た
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の
体
系

基
本
方
針

第４章
計画推進のための
施策

第１回 第２回（予定） 第３回（予定）
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※素案作成までの予定になります。



策定体制

【市民等】

・市民懇談会

・パブリックコメント

・市民アンケート（済）

意見

事 務 局

庁内調整会議

策定委員会

・計画案

市 長
小樽市

都市計画審議会

報告

市 議 会

報告

【関係機関】

・国土交通省

・北海道

関係部長会議
（二役含む）

協議
報告

※学識経験者２名、関係行政機関の職員１名、
市民３名、その他市長が必要と認める者１名
：合計７名

・計画素案

・計画原案

＜都市緑地法第４条第４項＞
基本計画を定めようとすると

きは、あらかじめ、公聴会の開
催等住民の意見を反映させるた
めに必要な措置を講ずるよう努
めるものとする。
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 緑の基本計画とは

都市緑地法第４条第１項に基づき、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関

する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施す

るため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（以下「基本計画」と

いう。）を定めるものです。

 基本計画に定める事項

都市緑地法第４条第２項において、基本計画に定める事項として以下のとおり記載され

ています。

・緑地の保全及び緑化の目標

・緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項

・都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項

（４） 緑の基本計画とは（制度の概要）

根拠法令
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〇基準年：平成10年(1998年)

・現況調査に用いた都市公園や森林等の緑地面積の解析資料が平成10年(1998年)であるた

め、基準年を平成10年(1998年)としています。

〇策定年：平成16年(2004年)

・平成15年(2003年)から策定委員会等による検討を経て、平成16年(2004年)に策定されま

した。

〇目標年次：令和２年(2020年)

・現計画の計画人口は平成12年(2000年)国勢調査における将来推計人口を使用しており、

その20年後の令和２年(2020年)を目標年次としています。

〇計画期間：平成16年(1998年)～令和2年(2020年)【17年間】

※上位計画・関連計画との整合がとれた計画とする必要があり、次期計画の策定まで２か年

を要するが、その間も現計画の基本理念に基づいて緑地の保全及び緑化の推進に努めてい

ます。

（５） 現計画の内容
計画のあらまし
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〇本計画は都市計画区域内を対象としています。

計画対象区域

8

※1都市計画区域：一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域（市街化区域+市街化調整区域）

※2市 街 化 区 域：すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

※3市街化調整区域：市街化を抑制すべき区域

※4行 政 区 域 ：行政を行う上での地域の区分

計画対象範囲

（都市計画区域）

市街化区域

市街化調整区域

行政区域

凡例

※1

※2

※3

※4



計画の基本方針

【市民と育む みどりあふれる、ゆとりあるまち小樽】

生き物が息づく豊かな自然の緑、歴史ある文化を取り巻く郷土の緑などを活かし
ながら、市民とともにこころにゆとりが広がるような緑あふれるまちづくりを進め
ていくことを目標として、「基本理念」を掲げています。

～基本理念～

～緑の将来像～

人と自然が共生するまち

【基本方針１】

いまあるみどりを守ります
(緑の保全)

1自然豊かな緑を守る
2 身近にふれあう緑を守る

【取り組み】

みどりが広がる安心・快適なまち

【基本方針２】

新たなみどりをつくり、育てます
(緑の創出)

3 魅力ある公園をつくる
4 花と緑でうるおう街並みをつくる
5 緑のネットワークをつくる

【取り組み】

みどりを通して市民どうしが
ふれあえるまち

【基本方針３】

みどりの文化を広げます
(緑の普及と啓発)

6 緑を育むしくみを充実する
7 緑とふれあう機会を充実する

【取り組み】
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配置方針
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景観構成機能

①都市景観を構成する骨格緑地の保全
②歴史的風土を伝える景観資源の保全・活用
③良好な眺望地点である緑地の保全
④うるおいのある都市景観の創出

10

環境保全機能

①都市の骨格を形成する緑地の保全
②生き物の生息・生育環境の保全・創出
③歴史的風土を取りまく緑地の保全
④快適な生活環境を創出する緑地の保全・整備

レクリエーション機能

①身近なレクリエーションの場となる公園の配置
②市民レクリエーションの拠点となる公園の配置
③自然や歴史とふれあえる公園の配置
④レクリエーションネットワークの形成

防災機能

①自然災害の防止に役立つ緑地の保全
②避難地・避難路となる緑地の配置
③快適な都市生活を守る緑地の配置

総合的な緑地の配置方針

▷骨格的緑地の配置
▷緑地等の均衡ある配置
▷安全なまちづくりのための緑地の配置

 ４つの機能による緑地の配置方針を踏まえて、“緑の将来像”の実現に向けて
総合的な緑地の配置方針を以下のとおり定めました。



 緑地の確保目標水準及び実績

（６） 現計画の実績
現況調査結果（１）

平成１０年 令和２年
主な増減要因

計画当初 目標水準 実 績

将来市街地に占める
緑地面積 （割合） ７４０ha (16％)

おおむね
８１０ha (17％) ７５８ha (16％)

・望洋台サッカー・ラグビー場の整備
・都市公園の新規整備（5箇所）

市街化区域面積
（将来市街地面積含む） ４,７４８ha ４,７９３ha ４,８１３ha

・市街化区域の変更に伴う増加

都市計画区域内に占める
緑地面積（割合） ７,２００ha(52％)

おおむね
７,４００ha(53％) ７,１３９ha(51％)

・農業振興地域農用地区域の減少

都市計画区域面積
１３,８７０ha １３,８７０ha １３,９６０ha

・都市計画区域の変更に伴う増加

都市公園等の整備目標量
（都市計画区域内） 約 ２１０ha 約 ２８０ha ２２８ha

・望洋台サッカー・ラグビー場の整備
・都市公園の新規整備（5箇所）

11

平成１０年 令和２年

計画当初 目標水準 実 績

都 市 計 画
区 域 内 人 口
１人当たりの目
標 水 準

都 市 公 園 ８.２㎡/人 １２㎡/人 １１.５㎡/人

都 市 公 園 等 １３.５㎡/人 １９㎡/人 ２０.４㎡/人

人 口 １５３,３９４人 １４７,０００人 １１１，６３４人

 都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準及び実績

11

※2

※2計画当初及び実績については住民基本台帳人口、目標水準は令和2年計画人口
※1農業振興地域農用地区域：農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地の区域

※1



 緑地面積の現況

現況調査結果（２）

・緑地面積はおおむね横ばいで推移する結果であったが、平成10年と令和２年を比較すると緑地面

積が約100ha減少しております。なお、その内訳として、施設緑地においては都市公園や社会体

育施設などの整備により約20ha増加しているが、地域制緑地においては農業振興地域農用地区域

などにより、約120ha減少する結果となりました。
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都市計画区域内の緑地面積
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施設緑地及び地域制緑地面積
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※重複面積については地域制緑地で調整

目標水準:都市計画区域内 7,400ha

（ha）

都市計画区域内における緑地面積の現況

※1農業振興地域農用地区域：農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地の区域

※2施設緑地：都市公園や学校のグラウンドなどの施設整備を通じて管理される緑地

※3地域制緑地：保安林や河川区域などの法律や条例による土地利用規制等を通じて確保される緑地

※2 ※3

※1

【市街化調整区域】

農業振興地域農用地区域
などが約100ha減少

【施設緑地】

都市公園や社会体育施設
などが約20ha増加

【地域制緑地】

農業振興地域農用地区域
などが約120ha減少



主要施策に関する実施状況及び緑の解析
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

丘陵の自然環境
の保全

①保安林（防風保安林を除く）
の保全

【環境保全】
①都市の骨格を形成す
る緑地の保全

【防災】
①自然災害の防止に役
立つ緑地の保全

【景観構成】
①都市景観を構成する
骨格緑地の保全

〇 保安林は継続して保全されている。

樹木は二酸化炭素の
吸収や大規模土砂災
害などの減災対策の
効果を有し、継続し
て保全を行うととも
に、法または条例に
より地区指定する場
合については、関係
機関との協議が必要
である。

②地域森林計画対象民有林の保
全

〇
地域森林計画対象民有林継続して保全さ
れている。

③環境緑地保護地区の保全 〇
１箇所指定解除となったが、それ以外の
地区指定及び緑地は継続して保全されて
いる。

④自然景観保護地区の保全 〇
地区指定及び緑地は継続して保全されて
いる。

⑤風致地区の指定（天狗山周辺
の丘陵樹林地一帯）

×

風致地区として指定されていないが、当
該地は自然景観保護地区に指定されてい
ることから、緑地は継続して保全されて
おり、風致地区指定の必要性について、
検討する必要がある。

海岸線の自然環
境の保全

①保安林（防風保安林）の保全 〇 防風保安林は継続して保全されている。

②自然公園の保全と活用（ニセ
コ積丹小樽海岸国定公園）

〇 自然公園は継続して保全されている。

主要河川の保全 ①河川区域の保全

【環境保全】
①都市の骨格を形成す
る緑地の保全

【防災】
①自然災害の防止に役
立つ緑地の保全

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

〇 河川区域は継続して保全されている。

市街地周辺の農
地の保全

①農業振興地域農用地区域の保
全

【環境保全】
②生き物の生息・生育
環境の保全・創出

〇
農業振興地域農用地区域の指定は約
270ha減少しているが、それ以外は継続
して保全されている。

【基本方針１】いまあるみどりを守ります(緑の保全) 【取組１】自然豊かな緑を守る
〇主要施策①：緑の骨格の保全



主要施策に関する実施状況及び緑の解析
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

水辺地周辺の樹
林地の保全

①風致公園の整備
(奥沢水源地周辺)

【環境保全】
②生き物の生息・生育
環境の保全・創出

【景観構成】
②歴史的風土を伝える
景観資源の保全・活
用

④うるおいのある都市
景観の創出

×

新規公園の整備に当たっては、長期未整
備の都市計画公園があることから、新規
公園の整備は実施されておらず、整備に
要する財源等の確保が難しい状況である。

樹木は二酸化炭素の
吸収や大規模土砂災
害などの減災対策の
効果を有し、継続し
て保全を行うととも
に、法または条例に
より地区指定する場
合については、関係
機関との協議が必要
である。

②風致地区の計画決定
(奥沢水源地周辺)

×

風致地区として指定されていないが、当
該地は自然景観保護地区に指定され、継
続して保全されており、地区指定の必要
性について、検討する必要がある。

③特別緑地保全地区の指定
(奥沢水源地)

×

特別緑地保全地区として指定されていな
いが、当該地は自然景観保護地区に指定
され、継続して保全されており、地区指
定の必要性について、検討する必要があ
る。

④風致地区の指定
(天狗山周辺の丘陵樹林地一
帯)

【環境保全】
①都市の骨格を形成す
る緑地の保全

【景観構成】
①都市景観を構成する
骨格緑地の保全

×

風致地区として指定されていないが、当
該地は自然景観保護地区に指定され、継
続して保全されており、地区指定の必要
性について、検討する必要がある。

⑤オタルナイ湖周辺の保全

【環境保全】
②生き物の生息・生育
環境の保全・創出

【景観構成】
②歴史的風土を伝える
景観資源の保全・活
用

④うるおいのある都市
景観の創出

〇
オタルナイ湖周辺は継続して保全されて
いる。

【基本方針１】いまあるみどりを守ります(緑の保全) 【取組１】自然豊かな緑を守る
〇主要施策②：水辺環境の保全
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

社寺境内林など
の緑地の保全

①小樽稲荷神社,住吉神社,水天
宮の保全配慮地区の指定

【環境保全】
③歴史的風土を取りま
く緑地の保全

【景観構成】
②歴史的風土を伝える
景観資源の保全・活
用

③良好な眺望地点であ
る緑地の保全

〇 保全配慮地区として指定されている。 社寺境内林などの緑
地は、ヒートアイラ
ンド現象の緩和のた
め、継続して保全を
行うとともに、法ま
たは条例により地区
指定する場合につい
ては、関係機関との
協議が必要である。

②小樽稲荷神社,住吉神社,水天
宮の保全配慮地区の保全

〇 保全配慮地区は継続して保全されている。

③保全配慮地区から特別緑地保
全地区への段階的指定（住吉神
社）

×

特別緑地保全地区として指定されていな
いが、当該地は自然景観保護地区に指定
され、継続して保全されており、地区指
定の必要性について、検討する必要があ
る。

樹木の保存・樹
林の保全

①記念保護樹木(北海道自然環境
等保全条例で指定)の保存

【環境保全】
②生き物の生息・生育
環境の保全・創出

〇
記念保護樹木は継続して指定され、保存
されている。

助成制度による支援
は保存樹木等の指定
から１０年以内に限
られており、現在指
定されている保存樹
木などは助成対象外
であり、所有者等か
らの制度要望はない
が、今後は技術支援
のほか、制度内容に
ついて検討する必要
がある。

②保存樹木等の保存・保全 〇
保護樹木等は継続して保存・保全されて
いる。

開発行為に伴う
緑の保全対策

「小樽市開発指導要綱」による
公園緑地整備に対して、現状樹
林などを活用するような適正な
指導

【環境保全】
①都市の骨格を形成す
る緑地の保全

〇
小樽市開発指導要綱に基づく適正な指導
は継続して実施されている。

樹林等はヒートアイ
ランド現象の緩和や
二酸化炭素の吸収効
果を有することから、
継続して緑地の確保
を行うよう適正な指
導を実施していく必
要がある。

【基本方針１】いまあるみどりを守ります(緑の保全) 【取組２】身近にふれあう緑を守る
〇主要施策③：身近な樹林地の保全と樹木の保存
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

住区基幹公園の
適正な配置

①住区基幹公園の計画決定

【環境保全】
④快適な生活環境を創
出する緑地の保全・
整備

【レクリエーション】
①身近なレクリエー
ションの場となる公
園の配置

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

×

新規公園の計画決定は行っていない。な
お、長期未整備の都市計画公園があるこ
とから、今後の公園整備の方向性を検討
する必要がある。

人口減少に伴う、長
期未整備の都市計画
公園を含めた公園の
適正な配置により、
既存公園を集約化す
ることで、管理施設
の縮小による維持管
理費等の低減が図ら
れる。

②住区基幹公園の整備 〇
住区基幹公園は5箇所整備されたが、老
朽化した既存公園施設の更新・維持管理
を優先して実施している。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組３】魅力ある公園をつくる
〇主要施策④：身近な公園の整備



主要施策に関する実施状況及び緑の解析

17

具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

総合公園の充実
①総合公園の施設整備による充
実

【レクリエーション】
②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

〇

小樽公園再整備事業により、施設整
備などを実施したが、それ以外の総
合公園については施設更新の検討が
必要である。

老朽化した施設整備に合わ
せ、市民ニーズに合わせた
整備を検討する必要がある。

運動公園の整備 ①将来的な運動公園の整備 ×

老朽化した既存公園施設の更新・維
持管理を優先して実施しており、今
後は新規公園の整備ではなく、既存
公園の充実や適正な配置が必要であ
ると考えられる。

長期未整備の都市計画公園
を含め、公園を適正に配置
し、既存公園を集約化する
ことで、管理施設の縮小に
よる維持管理費等の低減が
図られる。

風致公園の整備

①奥沢水源地周辺での風致公園
の整備

【レクリエーション】
③自然や歴史とふれあ
える公園の配置

【景観構成】
②歴史的風土を伝える
景観資源の保全・活
用

④うるおいのある都市
景観の創出

×

②将来的な風致公園の整備 ×

歴史公園の整備 ①将来的な歴史公園の整備 ×

緩衝緑地の整備 ①将来的な緩衝緑地の整備

【レクリエーション】
④レクリエーション
ネットワークの形成

×

都市緑地の整備

①都市緑地（望洋台東緑道）の
整備

〇 望洋台東緑道の整備は実施している。
適正な維持管理を継続する
必要がある。

×
当該地は長期未整備の都市計画公園
であるが、銭函パークゴルフ場とし
て整備・使用されている。

銭函パークゴルフ場は暫定
整備という位置付けで開設
されていることから、今後
の位置付けについて、関係
機関との協議が必要である。

②都市緑地（銭函レストパー
ク）の整備

③都市緑地の計画決定 ×

新規公園の計画決定は行っていない。
なお、長期未整備の都市計画公園が
あることから、今後の公園整備の方
向性を検討する必要がある。

新規都市緑地の必要性につ
いて検討を行う必要がある。

公共施設緑地の
整備

①公共施設緑地の整備(小樽市望
洋サッカー・ラグビー場)

〇
小樽市望洋サッカー・ラグビー場の
整備は実施されている。

適正な維持管理を継続する
必要がある。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組３】魅力ある公園をつくる
〇主要施策⑤：規模の大きな公園の整備
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

公園のリフレッ
シュ

①既存都市公園施設等の計画的
なリフレッシュ

【レクリエーション】
①身近なレクリエー
ションの場となる公
園の配置

②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

〇
公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化
した既存公園施設の維持管理及び更新を
進めた。

公園施設長寿命化計
画に基づき、老朽化
した既存公園施設の
維持管理及び更新の
実施により、ライフ
サイクルコストの縮
減が図られることか
ら、今後も継続して
行う必要がある。

公園緑地のバリ
アフリー化

①公園整備にあたってのバリア
フリー化

【レクリエーション】
①身近なレクリエー
ションの場となる公
園の配置

②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

〇
6箇所のトイレや駐車場のバリアフリー
化が実施した。

バリアフリー化が実
施されていない公園
については、市民
ニーズに応じて整備
の検討を行う必要が
ある。

×

からまつ公園や幸中央公園などで利用さ
れているが、冬期間は地域の雪堆積場と
して利用されている公園が多い状況と
なっている。

冬期間の市民ニーズ
を把握し、活用方法
について検討が必要
である。

冬期間の公園の
利用

①冬期間でも利用できる公園整
備の検討

公共公益施設と
一体的な公園づ
くり

①公園と公共公益施設の一体的
な整備

【レクリエーション】
①身近なレクリエー
ションの場となる公
園の配置

②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

③自然や歴史とふれあ
える公園の配置

④レクリエーション
ネットワークの形成

×
公園と公共公益施設などと一体的な整備
を行う対象施設がなかったため、実施し
ていない。

公共公益施設の整備
当たっては、必要に
応じて関係機関との
協議が必要である。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組３】魅力ある公園をつくる
〇主要施策⑥：公園緑地の質的向上
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

公園の緑化

①緑の少ない公園への補植によ
る緑化

【レクリエーション】
①身近なレクリエー
ションの場となる公
園の配置

×
公園の補植に関する地域要望がなく、実
施していない。

緑化活動の担い手の
確保のため、市民・
事業者への支援方法
について検討が必要
であり、樹木等の在
り方については市民
ニーズに合わせた緑
化の推進を検討する
必要がある。

②地域や公園のシンボルとなる
樹木や花の導入の検討

【レクリエーション】
②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

×
樹木等に関する苦情が多様化しており、
樹木等による緑化は実施していない。

③住民による植栽・管理ができ
るような緑化空間の確保・提供 【レクリエーション】

①身近なレクリエー
ションの場となる公
園の配置

×
緑化空間の確保・提供に関する地域要望
がなく、実施していない。

④在来種を中心とした緑化 ×
在来種による緑化に関する苦情が多様化
しており、樹木等による緑化は実施して
いない。

道路の緑化

①緑化可能な道路への高木植栽
による緑化

【レクリエーション】
④レクリエーション
ネットワークの形成

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

×
道路整備に合わせた植樹が実施している
が、整備済の道路などにおいては実施さ
れていない。

②幅員１５ｍ以上の緑化可能な
道路への防災効果の高いナナカ
マドなどの植栽による緑化

〇
道路整備に合わせた植樹が実施されてい
る。

③植栽などで緑化されていない
既存道路へのプランター設置な
どによる緑化の検討

×

助成制度を活用した植樹桝などへの緑化
活動は実施されているが、プランター設
置などによる緑化の推進は実施していな
い。

④駅前や主要幹線道路などの交
差点付近への花壇設置などによ
る緑化

×

フラワーマスターとの協働による、植樹
桝などへの緑化活動は実施されているが、
花壇設置などによる緑化の推進は実施し
ていない。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組4】花と緑でうるおう街並みをつくる
〇主要施策⑦-1：公共公益施設の緑化
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

河川の緑化

①水棲生物が生息できるような
多自然型川づくりや水質浄化に
よる環境の回復

【レクリエーション】
④レクリエーション
ネットワークの形成

×

毎年勝納川において近隣町内会、河川管
理者（北海道）、市との協働による美化
活動が行われており、水辺環境は継続し
て保全されている。

今後は水辺環境の生
物多様性の確保への
取組のため、河川や
緑地の一体的な保全
が必要であると考え
られる。

②水辺散策できるような修景緑
化を施した散策路の整備

〇 勝納川の両側に散策路が整備されている。

③川の生き物が集まるところへ
の広場などの確保及び修景緑
化・整備

×
市管理の対象河川はなく、河川管理者
（北海道）と整備について協議する必要
がある。

学校などの緑化

①小中学校などの景観や避難地
としての機能を合わせ持った修
景緑化

【環境保全】
④快適な生活環境を創
出する緑地の保全・
整備

×

緑化の推進に伴い樹木の剪定・枯れ葉の
清掃などの維持管理業務の増加が見込ま
れることから、緑化の推進は実施してい
ない。

緑化後の維持管理方
法を視野に入れた緑
化の推進方法につい
て、関係機関との協
議が必要である。

②野生生物の生息環境（ビオ
トープ）を創出する樹種の植栽

【環境保全】
②生き物の生息・生育
環境の保全・創出

×
緑化の推進に伴い樹木の剪定・枯れ葉の
清掃などの維持管理業務の増加が見込ま
れることから、植樹等は実施していない。

その他の公共公
益施設の緑化

①新設する施設への屋上緑化な
どの新たな手法導入の検討

【環境保全】
④快適な生活環境を創
出する緑地の保全・
整備

〇
各施設管理者により、緑化の推進は実施
されている。

②公共公益施設への花木や草花
による緑化

〇
各施設管理者により、緑化の推進は実施
されている。

③国や道の施設に対しての緑化
要請

×
緑化要請は実施しておらず、今後具体的
な要請方法を検討する必要がある。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組4】花と緑でうるおう街並みをつくる
〇主要施策⑦-2：公共公益施設の緑化
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

法律などに基づ
く施策の活用

①「小樽市花と緑のまちづくり
事業推進助成要綱」の活用によ
る緑化活動団体などの支援

【防災】
①自然災害の防止に役
立つ緑地の保全

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

〇
緑化活動団体へ助成制度を活用した支援
は実施している。

開発行為等による緑
地の減少を抑制する
ため、条例等に基づ
く適切な指導を継続
して行う必要があり、
市街地などの住宅が
密集してる地区にお
いては、火災時の延
焼防止機能を有する
樹木等を配置し、緑
化の推進を継続する
ことが望ましいと考
えられる。

②「小樽歴史と自然を生かした
まちづくり景観条例」に基づく
緑化推進などの指導

〇
条例に基づく緑化の推進の指導は実施し
ている。

③「小樽市開発指導要綱」に基
づく緑化推進などの指導

〇
要綱に基づく緑化の推進の指導は実施し
ている。

④都市緑地法に基づく緑地協定
制度の導入

×
土地所有者等の合意に基づく緑地協定は
締結されていない。

中心市街地の緑
化

①「小樽市花と緑のまちづくり
事業推進助成要綱」の活用によ
る中心市街地の緑化の誘導

【レクリエーション】
②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

【防災】
③快適な都市生活を守
る緑地の配置

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

〇
緑化活動団体へ助成制度を活用した支援
は実施されている。

助成制度などを活用
した中心市街地への
緑化の誘導方法につ
いて、関係機関との
協議が必要である。

②緑化重点地区の指定により可
能となる制度を利用した中心市
街地の緑化の誘導

×
制度を利用した緑化の誘導については実
施されておらず、具体的な施策の方法に
ついて検討が必要である。

緑化に役立つ情
報の提供

①ホームページなどにより緑化
に役立つ情報の提供

【レクリエーション】
②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

〇
緑の基本計画をホームページに公表し、
情報提供を行っている。

市民ニーズに合った
身近な緑化の推進に
関する取組をHP等
に掲載するなど、民
有地への緑化の促進
方法を検討する必要
がある。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組4】花と緑でうるおう街並みをつくる
〇主要施策⑧：民有地における緑化
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

緑化重点地区の
指定

①緑化重点地区の指定

【防災】
③快適な都市生活を守
る緑地の配置

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

×
道路整備に合わせた植樹をしているので、
小樽駅前周辺地区の緑化重点地区の指定
はしていない。

市街地周辺などの緑
地が少ない地域の緑
化の推進方法につい
て、関係機関との協
議が必要である。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組4】花と緑でうるおう街並みをつくる
〇主要施策⑨：緑の少ない地域の緑化
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

面・点・線のビ
オトープの保全
と創出

①面・点・線のビオトープとな
る緑地の保全と創出

【環境保全】
②生き物の生息・生育
環境の保全・創出

×
樹林地や水辺環境など、ビオトープは継
続して保全されている。

生物多様性の確保へ
の取組のため、継続
して樹林地や水辺環
境の一体的な保全が
必要である。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組５】緑のネットワークをつくる
〇主要施策⑩：ビオトープネットワークの形成
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

拠点・回遊路と
なるレクリエー
ションの場の整
備・創出・保全

①「連続性のある緑の回廊」の
形成を念頭においた、公園、そ
の他の活動拠点を有機的につな
ぐネットワークの形成

【環境保全】
②生き物の生息・生育
環境の保全・創出

【環境保全】
③歴史的風土を取りま
く緑地の保全

【レクリエーション】
④レクリエーション
ネットワークの形成

×
社寺境内林などの拠点や河川などの回遊
路は継続して保全されている。

生物多様性の確保へ
の取組のため、継続
して社寺境内林など
の拠点や河川などの
回遊路の一体的な保
全が必要である。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組５】緑のネットワークをつくる
〇主要施策⑪ ：レクリエーションネットワークの形成
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

避難地としての
公園緑地の活用

①総合公園などの、防災、救援、
復旧活動の拠点としての位置付
けの検討

【防災】
②避難地・避難路とな
る緑地の配置

〇
指定緊急避難場所として小樽公園及び手
宮公園が指定されていた。

中心市街地のオープ
ンスペースを活用し
た避難場所の確保に
ついて、継続して検
討する必要があり、
避難場所として指定
された公園について
は、維持管理方法を
検討する必要がある。

②中心市街地に一時的に避難可
能なオープンスペースの確保

×
中心市街地のオープンスペースについて、
避難場所の指定はされていない。

③公園の整備及び再整備にあ
たってのバリアフリー化

〇
6箇所のトイレや駐車場のバリアフリー
化を実施している。

ヘリポートとし
ての公園緑地の
活用

①公園緑地のヘリポートとして
の活用

〇
ヘリポートとして小樽公園などが使用さ
れている。

ヘリポートとして使
用している公園等に
ついては、維持管理
方法を検討する必要
がある。

避難路・防火帯
としての道路の
緑化

①幅員１５ｍ以上の道路を避難
路として位置付けることの検討

×
災害により避難路が変わることから、指
定されていない。

災害に応じて避難方
法が異なり、避難路
としての位置付けが
難しく、樹木等に関
する苦情が多様化し
ていることも踏まえ
て、今後の樹木・植
栽の在り方について
検討が必要である。

②避難路を防災効果の高いナナ
カマドなどで植栽

〇
道路の整備伴い、樹木などの緑化が行わ
れた。

【基本方針２】新たなみどりをつくり、育てます (緑の創出)【取組５】緑のネットワークをつくる
〇主要施策⑫ ：緑の防災ネットワークの形成
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

緑の活動団体の
育成

①自然観察会などの行事を通じ
て、若い世代のリーダーの育成

【レクリエーション】
①身近なレクリエー
ションの場となる公
園の配置

②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

④レクリエーション
ネットワークの形成

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

〇
自然観察会を通じて、指導員によるリー
ダー育成を実施した。

緑化活動等を行うボ
ランティア団体への
支援方法の検討など、
市民・事業者・行政
が一体となって緑化
活動を推進する体制
づくりを形成する必
要がある。

②学校教育機関などと連携する
市民ボランティア組織の育成

×
フラワーマスターや公園愛護会などの市
民ボランティア組織があるため、新たな
育成は実施していない。

③ボランティア活動に関する情
報提供の充実

×
緑の基本計画に関する情報のみ提供して
おり、ボランティア活動に関する情報提
供は実施していない。

④学習活動や団体活動への民間
指導者やボランティアリーダー
の活用

×
民間指導者やボランティアリーダーと連
携した活動は実施していない。

緑化活動への支
援

①「小樽市花と緑のまちづくり
事業推進助成要綱」による支援

〇
緑化活動団体へ助成制度を活用した支援
は実施している。

②フラワーマスターなどとの連
携・協力を図ることでの花のま
ちづくりリーダーの応援

×
フラワーマスターなどから助成などの要
請がなかったことから、実施していない。

③公園愛護会への支援 〇
公園愛護会へ助成制度を活用した支援は
実施されている。

④「小樽の歴史と自然を生かし
たまちづくり景観条例」に基づ
く緑化活動への支援制度の活用

〇

助成制度による支援は保存樹木等の指定
から１０年以内に限られており、現在指
定されている保存樹木などは助成対象外
である。

住民参加による
公園づくり

①ワークショップ方式を導入し
た市民参加による公園づくり

×
アンケート形式による公園づくりを実施
している。

②身近な公園の簡易な維持管理
を協力していただける地域ボラ
ンティアへの資材や技術指導の
提供

〇
公園愛護会へ草刈機や清掃活動に要する
資材を提供している。

民間活力の活用
①緑地管理機構制度の導入の検
討

×
機構となりうる法人の問い合わせがなく、
その必要性について検討が必要である。

【基本方針３】みどりの文化を広げます (緑の普及と啓発)【取組６】緑を育むしくみを充実する
〇主要施策⑬ ：市民参加の体制づくり



主要施策に関する実施状況及び緑の解析

27

具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

緑の調査・研究
の推進

①手宮緑化植物園を核とした植
物の調査・研究

【レクリエーション】
②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

【防災】
①自然災害の防止に役
立つ緑地の保全

×
樹木等に関する苦情が多様化しているが、
相談員はいたが調査・研究は実施してい
ない。

緑化の推進に合わせ
て、緑を活用した防
災への取組方法につ
いて検討を行う必要
がある。

緑化推進制度の
充実

①「小樽市花と緑のまちづくり
事業推進助成要綱」の充実

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

×
緑化活動団体へ助成制度を活用した支援
は実施されている。

助成制度などを活用
した緑化の推進方法
について、関係機関
との協議が必要であ
る。

【基本方針３】みどりの文化を広げます (緑の普及と啓発)【取組６】緑を育むしくみを充実する
〇主要施策⑭ ：緑を育む基礎づくり
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

緑のイベントの
開催

①緑花祭の開催

【レクリエーション】
②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

〇
予算確保が難しくなり、開催が中止され、
現在は実施していない。

市民ニーズに合った
後継イベントについ
て検討が必要である。

②緑の文化行事であるグリーン
コンサートなどの誘致

×
市の助成等も難しく、グリンコンサート
などは実施していない。

③おたるつつじまつりの開催 〇
予算確保が難しくなり、開催が中止され、
現在は実施していない。

自然観察会の実
施

①自然観察会の開催 〇 自然観察会は毎年開催されている。 自然観察会などのイ
ベントの継続や市民
ニーズに合った新た
なイベントについて
検討が必要である。

草花の種や苗木
の配布

①イベントなどを通じての草花
種子・球根などの無料配布

【景観構成】
④うるおいのある都市
景観の創出

〇
公園花壇ボランティアの開催に伴い、草
花種子の無料配布と植花会を実施されて
いる。

広報活動の充実

①市民の緑化活動や催し物など
をインターネットなどを通じて
の周知

×
緑の基本計画に関する情報のみ提供して
おり、市民の緑化活動などの周知は実施
していない。

各種活動の情報等を
共有するため、官民
一体となる体制づく
りが必要である。

②保存樹木等の指定状況や市民
の緑化活動などをインターネッ
トなどを通じて周知

〇
保存樹木等の指定状況は市ホームページ
に掲載されている。

③緑化に関する指定状況や市民
の緑化活動、催し物などのイン
ターネットによる周知

〇
緑化に関する指定状況は市ホームページ
に掲載されている。

【基本方針３】みどりの文化を広げます (緑の普及と啓発)【取組７】緑とふれあう機会を充実する
〇主要施策⑮ ：緑に親しむ機会や場の充実
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

身近な野外学習
の場の活用

①野外学習の場として長橋なえ
ぼ公園及び手宮緑化植物園の活
用

【レクリエーション】
②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

〇
野外学習の場として長橋なえぼ公園など
の活用は実施されている。

継続して野外学習の
場として活用される
よう、総合公園など
の活用方法について
検討が必要である。

学校などにおけ
る教育環境の充
実

①学校教育や生涯学習などの中
で、身近に緑や自然にふれあい
学習できる環境の充実

【環境保全】
④快適な生活環境を創
出する緑地の保全・
整備

〇
生涯学習などの中で緑にふれあい学習が
できる環境の充実は実施されている。

継続して緑にふれあ
える学習環境を充実
させるため、関係機
関と協議が必要であ
る。

【基本方針３】みどりの文化を広げます (緑の普及と啓発)【取組７】緑とふれあう機会を充実する
〇主要施策⑯ ：緑の教育環境の充実
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具体的な施策 緑地の配置方針 実施結果 解析結果

緑の相談所の活
用

①手宮緑化植物園での各種見本
園や定期的な催し物の開催

【レクリエーション】
②市民レクリエーショ
ンの拠点となる公園
の配置

〇
手宮緑化植物園において、各種見本園の
展示を実施している。 R3以降は相談員の不

在により廃止となり、
情報発信について検
討が必要である。②緑化の指導・相談、資料配布

など「緑の相談所」の活用
〇

緑の相談所の相談員による緑化の指導・
相談、資料配布を実施した。

緑化講習会の開
催

①緑化に関する知識の普及や意
識の高揚を図る講習会の開催

〇
予算確保が難しくなり、開催が中止され、
現在は実施されていない。

緑化に関する知識の
普及方法などについ
て、検討を行う必要
がある。

【基本方針３】みどりの文化を広げます (緑の普及と啓発)【取組７】緑とふれあう機会を充実する
〇主要施策⑰ ：緑を育てる技術の普及



 人口や人口構造の変化

実 績

・人口は減少が続き、今後も減少することが予測されます。
・年少人口及び生産年齢人口は人口・割合ともに減少が続き、今後もその傾向が続くと予測さ
れます。

・老年人口は人口・割合ともに増加を続け、今後は人口が減少し、割合が増加することが予測
されます。
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H27年比

128.8%

（７） 本市の現況



 アンケート調査結果から見る市民ニーズ

「第２次小樽市都市計画マスタープラン策定のためのアンケート調査」に
おいて、みどりや公園などに対する市民の意向を調査しました。

（８） アンケート調査結果
緑に関する市民意識
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調査機関 平成30年４月27日～平成30年５月14日

調査対象 18歳以上の小樽市民3,000人

回収数 727件

回答率 24.2％
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【①公園や緑地、水辺の環境に関する、今後
重点をおくべき事について】

・全体として「住宅地周辺にある既存の公園

の充実を図る」が46.3％と最も多く、次い

で「既存の大型公園の充実を図る」が

39.5％となっています。

・新たな公園整備よりも、既存の公園の充実

が望まれていることが伺えます。

13.5%

39.5%

12.0%

46.3%

29.1%

23.4%

8.2%

0% 20% 40% 60%

郊外に大型公園を新たに整備
する

既存の大型公園の充実を図る

住宅地周辺に新たに小公園を
整備する

住宅地周辺にある既存の公園
の充実を図る

水とふれあえるような水辺の
広場等を整備する

街並み形成のため、街路樹を
整備する

その他 n=709

7.3%

5.3%

41.5%

36.5%

9.3%

11.3%

7.2%

6.7%

2.1%

0.9%

5.9%

12.3%

8.7%

0% 20% 40% 60%

田畑や樹林に囲まれた地域

農業・漁業が盛んな地域

自然に恵まれた静かな地域

住宅が建ち並ぶ地域

歴史が残る地域

観光客が多い地域

新しい住民が多く住む地域

商業施設が多いにぎやかな地域

工業が盛んな地域

文化活動が盛んな地域

昔ながらの伝統が息づく地域

近隣との交流が深い地域

その他 n=698

【③お住まいの地域のイメージについて

（現在）】

・全体として「自然に恵まれた静かな地域」が
41.5％と最も多く、次いで「住宅が建ち並ぶ
地域」が36.5％となっています。地区別で見
ると、ほとんどの地区が「自然に恵まれた静
かな地域」もしくは「住宅が建ち並ぶ地域」
を最も多く選択する中、「中央地区」は、
「観光客が多い地域」が最も多くなっていま
す。

・自然に恵まれた静かな住宅地と感じている市
民が多い結果となりました。
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地区 現在のイメージ

塩谷地区、高島地区、手宮地区、

銭函地区
自然に恵まれた静かな地域

長橋・オタモイ地区、山手地区、

南小樽地区、朝里地区
住宅が建ち並ぶ地域

中央地区 観光客が多い地域
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【②お住まいの地域の「たからもの」、「将来へ

残したいもの」について】

・全体として公園に関する意見が100件と最も多
くなっています。

・公園に対する関心が高く、また、意見全体を通
して自然環境や街並みの景観の保全が望まれて
いることが伺えます。



【⑤魅力的なまちにするためのアイディアや

提案】

・全体として公園整備や緑化推進に関する提

案が93件となっています。

・全体として公園整備に関する意見が最も多

く、幅広い年代や多用途に対応することが

提案されています。

１
公園整備

（75件）

・子どもを遊ばせに行きたいと思える

公園の充実。

・年代を問わず楽しめる大型の公園。

（池、花見、紅葉狩り、雪遊びができる）

・大型公園の整備により、自転車が乗れ

たり、バーベキューができる。

・既存公園を活用して、様々なイベント

の開催。

・公園遊具の充実。

・公園駐車場を増やす。

など

1

0

緑化推進

（18件）

・庭先に鉢植えや花壇などが目に入って

くると素敵です。

・地域の行事や呼びかけを増やし、

個人宅周りの緑化を進める。

・桜の木をたくさん植えたり、公園に花

をたくさん植えたりして、花の名所的な

ところができたら素敵です。

など

【⑥お住まいのまわり（住宅の庭や公園、背後の

樹林地など）のみどり豊かさについて】

・全体として「豊かと感じている」割合は72.4%

となっています。地区別では、塩谷地区では、

その割合が88.4%と最も多いが、中央地区では

「豊かと感じていない」割合が62.4％となって

います。

・中央地区における緑の充実が課題であることが

伺えます。

24.5%

47.4%

17.7%

26.2%

27.0%

8.6%

18.1%

23.3%

26.4%

28.2%

47.9%

41.0%

57.0%

49.2%

47.6%

26.9%

56.9%

46.6%

52.9%

58.8%

15.4%

3.8%

11.4%

13.8%

15.9%

36.6%

15.3%

15.1%

11.5%

8.2%

9.2%

5.1%

11.4%

4.6%

6.3%

25.8%

6.9%

12.3%

5.7%

2.4%

3.0%

2.6%

2.5%

6.2%

3.2%

2.2%

2.8%

2.7%

3.4%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

全体（n=706）

塩谷地区(n=78)

長橋・オタモイ地区(n=79)

高島地区(n=65)

手宮地区(n=63)

中央地区(n=93)

山手地区(n=72)

南小樽地区(n=73)

朝里地区(n=87)

銭函地区(n=85)

①豊かだと思う ②どちらかといえば、豊かだと思う
③どちらかといえば、豊かではない ④豊かではない
⑤わからない

① ② ③ ④ ⑤
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〇総件数291件

【④お住まいの地域のイメージについて

（将来）】

・全体として「自然や緑が豊かなまち」が27.9％

と最も多く、次いで「安心できるまち」が

27.2％となっています。地区別でも、多くの地

区で上記2項目を選択する中、「手宮地区」と

「中央地区」は「文化や歴史などを感じさせる

まち」が最も多くなっています。

・自然や緑が豊かで安心できると感じられている

ことが伺えます。

6.0%

16.7%

27.9%
11.2%

18.4%

6.6%

27.2%

22.9%

5.4%

8.5%

12.5%

4.6%

0.9%

2.3%

6.8%

0% 10% 20% 30%

ゆとりのあるまち

安らぎのあるまち

自然や緑が豊かなまち

親しみのあるまち

人にやさしいまち

まちなみの美しいまち

安心できるまち

利便性の高いまち

交流のあるまち

にぎわいのあるまち

文化や歴史などを感じさせるまち

商業が盛んなまち

工業が盛んなまち

農業・漁業が盛んなまち

その他 n=681

地区 現在のイメージ

塩谷地区、高島地区、朝里地

区、銭函地区
自然や緑が豊かなまち

長橋・オタモイ地区、山手地区、

南小樽地区
安心できるまち

手宮地区、中央地区
文化や歴史などを感じさせる

まち



【⑧公園以外で、市街地内の「今後も保全

すべき緑地」について】

・全体として「住吉神社」が63.9%と最も多く、

地区別でも50%以上となっています。

・住吉神社、小樽稲荷神社、水天宮が今後も

保全すべき緑地と考えられています。

51.3%

52.9%

48.0%

66.7%

77.2%

47.2%

32.4%

38.2%

52.4%

55.1%

63.9%

65.7%

60.0%

55.0%

59.6%

51.7%

72.1%

86.8%

75.6%

53.6%

45.6%

42.9%

34.7%

33.3%

47.4%

57.3%

55.9%

51.5%

48.8%

37.7%

17.3%

21.4%

18.7%

11.7%

8.8%

14.6%

22.1%

20.6%

14.6%

21.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

全体(n=649)

塩谷地区(n=70)

長橋・ｵﾀﾓｲ地区(n=75)

高島地区(n=60)

手宮地区(n=57)

中央地区(n=89)

山手地区(n=68)

南小樽地区(n=68)

朝里地区(n=82)

銭函地区(n=69)

①小樽稲荷神社（手宮公園の近く） ②住吉神社 ③水天宮 ④その他

① ② ③ ④

【⑨市街地内で特にみどりが少ないと感じる地域

について】

・全体として「小樽駅前の中心市街地」が73.7%

と最も多く、性別、年代、地区別においても最

も多くなっています。

・小樽駅前の中心市街地における緑の充実が課題

であることが伺えます。

73.7%

71.4%

75.5%

74.4%

73.1%

77.5%

67.8%

75.7%

75.9%

78.6%

73.3%

83.3%

71.9%

73.0%

77.9%

69.1%

69.5%

71.0%

6.2%

4.8%

6.8%

5.6%

8.3%

5.6%

4.2%

4.7%

8.4%

0.0%

2.7%

16.7%

8.8%

5.6%

5.9%

2.9%

7.3%

7.2%

34.1%

37.0%

32.3%

36.0%

36.1%

32.6%

28.8%

35.5%

34.9%

25.7%

28.0%

36.7%

31.6%

33.7%

39.7%

38.2%

42.7%

29.0%

40.4%

44.1%

39.0%

40.0%

43.5%

41.6%

34.7%

43.9%

42.2%

25.7%

41.3%

35.0%

35.1%

40.4%

57.4%

50.0%

42.7%

36.2%

6.0%

8.4%

4.0%

2.4%

6.5%

2.2%

11.9%

4.7%

6.0%

4.3%

2.7%

5.0%

10.5%

5.6%

2.9%

4.4%

6.1%

13.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

全体(n=649)

男(n=227)

女(n=400)

18歳～29歳(n=125)

30歳～39歳(n=108)

40歳～49歳(n=89)

50歳～59歳(n=118)

60歳～69歳(n=107)

70歳以上(n=83)

塩谷地区(n=70)

長橋・ｵﾀﾓｲ地区(n=75)

高島地区(n=60)

手宮地区(n=57)

中央地区(n=89)

山手地区(n=68)

南小樽地区(n=68)

朝里地区(n=82)

銭函地区(n=69)

①小樽駅前の中心市街地 ②手宮地区

③南小樽駅周辺 ④小樽築港駅周辺

⑤その他

① ② ③ ④ ⑤
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【⑦お住まいのまわりの道路（街路樹や花壇な

ど）のみどり豊かさについて】

・全体として「豊かと感じている」割合は47.7%、

「豊かに感じていない」割合が49.0％となって

います。地区別では、中央地区は「豊かではな

いと感じている」割合が73.1％となっています。

・中央地区の道路における緑の充実が課題である

ことが伺えます。

10.4%

10.1%

6.3%

15.6%

7.9%

5.4%

8.3%

15.1%

13.8%

12.9%

37.3%

41.8%

43.0%

37.5%

33.3%

20.4%

31.9%

34.2%

49.4%

45.9%

28.4%

21.5%

29.1%

26.6%

31.7%

41.9%

37.5%

20.5%

19.5%

27.1%

20.6%

20.3%

17.7%

12.5%

22.2%

31.2%

19.4%

27.4%

14.9%

14.1%

3.4%

6.3%

3.8%

7.8%

4.8%

1.1%

2.8%

2.7%

2.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

全体（n=705）

塩谷地区(n=79)

長橋・オタモイ地区(n=79)

高島地区(n=64)

手宮地区(n=63)

中央地区(n=93)

山手地区(n=72)

南小樽地区(n=73)

朝里地区(n=87)

銭函地区(n=85)

①豊かだと思う ②どちらかといえば、豊かだと思う

③どちらかといえば、豊かではない ④豊かではない

⑤わからない

① ② ③ ④ ⑤



19.6%

11.7%

19.2%

18.4%

19.3%

29.9%

13.3%

12.3%

21.3%

13.6%

34.0%

23.5%

9.7%

5.7%

15.3%

4.8%

0% 10% 20% 30% 40%

身近に憩える小さな公園

歴史や史跡を活かした公園

展望を活かした公園

水と親しめる公園

遊具が充実している公園

ウォーキングができる公園

広い原っぱのある公園

健康遊具のある公園

様々なスポーツを楽しめる公園

バリアフリー対応になっている
公園

花が多く季節の楽しみがある
公園

冬でも楽しめる公園

鳥や虫などとふれあえる自然が
ある公園

備蓄倉庫などがある防災性に配
慮した公園

地区のお祭りやイベントができ
る公園

その他
n=668

【⑫小樽にあると良いと思う公園について】

・全体として「花が多く季節の楽しみがある公

園」が34.0%と最も多く、次いで「ウォーキン

グができる公園」が29.9％となっています。

・公園整備に関しては、多用途に対応することが

求められています。

【⑪身近な公園を利用しない理由について】

・全体として「利用する時間や暇がない」が

43.7％と最も多く、他には公園施設が古く、

休憩施設が少ないため魅力に感じないこと

が理由となっています。

・積極的な利用が図られるような施設整備及

び維持管理の検討が必要と考えられます。

29.0%

20.4%

43.7%

29.7%

32.0%

13.4%

15.6%

14.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

歩いていけるところにない

通勤・通学・買い物の途中
にない

利用する時間や暇がない

ベンチなど休憩施設が少な
く、魅力を感じない

遊具、水飲み台、トイレな
どの施設が古く、魅力を感
じない

段差や傾斜がある、公園の
木が老木化しているなど、
不安に感じる

見通しが悪い、ひと気がな
いなど、防犯面で不安に感
じる

その他

n=538
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【⑩身近な公園の利用頻度について】

・全体として「まったく利用しない」が43.7%と

最も多く、次いで「あまり利用しない」が

34.6％と「利用しない傾向」が78.3%となって

います。地区別では、山手地区は他地区よりも

利用する頻度が高くなっています。

・市民ニーズに合わせた整備が必要と考えられま

す。

4.9%

2.6%

2.6%

6.5%

7.9%

1.1%

7.2%

7.2%

8.3%

3.4%

16.7%

11.5%

14.5%

19.4%

12.7%

15.6%

26.1%

11.6%

21.4%

18.4%

34.6%

33.3%

47.4%

32.3%

41.3%

37.8%

39.1%

27.5%

29.8%

27.6%

43.7%

52.6%

35.5%

41.9%

38.1%

45.6%

27.5%

53.6%

40.5%

50.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

全体（n=687）

塩谷地区(n=78)

長橋・オタモイ地区(n=76)

高島地区(n=62)

手宮地区(n=63)

中央地区(n=90)

山手地区(n=69)

南小樽地区(n=69)

朝里地区(n=84)

銭函地区(n=87)

①よく利用する ②ときどき利用する

③あまり利用しない ④まったく利用しない

① ② ③ ④



【⑭イベントに「参加したことがない」理由

について】

・全体として「参加する時間がない」が42.8%

と最も多く、次いで「実施していることを

知らなかった」が41.6％となっています。

・イベントに関する周知方法について検討す

る必要があると考えられます。

42.8%

22.2%

15.4%

10.7%

3.8%

5.0%

41.6%

4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

参加する時間がない

興味がない、気が進まない

参加する仲間がいない

肉体的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

思うような結果・効果が期待
できない

実施していることを知らな
かった

その他 n=598

【⑮「みどりとのふれあい」に期待している

ことについて】

・全体として「健康づくりや気分転換」が

42.6%と最も多く、次いで「風景や自然を守

り育てる」が39.1％となっています。

・自然を感じながら健康利用できる施設整備を

検討する必要があると考えられます。

13.4%

20.7%

42.6%

39.1%

31.3%

5.7%

12.9%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

趣味の楽しみや生きがい

人との交流

健康づくりや気分転換

風景や自然を守り育てる

身近な環境をよりよくする

みどりについての知識の吸収

わからない

その他 n=629
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【⑬みどりづくりやイベント（自然観察会、

植樹会など）への参加の有無】

・全体として「参加したことがなく、今後も

参加しない」が54.8%と最も多く、次いで

「参加したことはないが、今後は参加した

い」が33.0％となっています。

・イベントへの参加意思がある市民が一定割

合いることから、市民ニーズに合った開催

内容の検討が必要と考えられます。

7.6%

9.5%

6.8%

6.2%

3.5%

9.6%

8.0%

7.7%

13.3%

3.9%

3.9%

7.8%

14.8%

5.6%

10.1%

11.4%

8.5%

6.0%

33.0%

35.5%

31.6%

25.4%

34.5%

30.9%

41.6%

36.8%

27.8%

32.9%

36.8%

32.8%

24.6%

42.2%

43.5%

27.1%

24.4%

33.3%

4.6%

5.0%

4.5%

4.6%

2.7%

1.1%

5.6%

6.0%

7.…

5.3%

2.6%

7.8%

3.3%

4.4%

1.4%

4.3%

7.3%

3.6%

54.8%

50.0%

57.1%

63.8%

59.3%

58.5%

44.8%

49.6%

51.1%

57.9%

56.6%

51.6%

57.4%

47.8%

44.9%

57.1%

59.8%

57.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

全体（n=681）

男(n=242)

女(n=424)

18歳～29歳(n=130)

30歳～39歳(n=113)

40歳～49歳(n=94)

50歳～59歳(n=125)

60歳～69歳(n=117)

70歳以上(n=90)

塩谷地区(n=76)

長橋・オタモイ地区(n=76)

高島地区(n=64)

手宮地区(n=61)

中央地区(n=90)

山手地区(n=69)

南小樽地区(n=70)

朝里地区(n=82)

銭函地区(n=84)

①参加したことがあり、今後も参加したい

②参加したことはないが、今後は参加したい

③参加したことがあるが、今後は参加しない

④参加したことがなく、今後も参加しない

① ② ③ ④



【⑯小樽のみどりをより良くしていく上で、大事

だと感じることについて】

・全体として「年代を問わず誰もが利用しやすく

楽しめる公園を充実させる」が53.5%と最も多

く、次いで「森林、農地、河川、市街地に残さ

れた貴重な樹木・樹林など、今あるみどりを守

る」が39.9％となっています。

・公園整備に関しては、幅広い年代や多用途に対

応することが求められています。

39.9%

53.5%

8.8%

31.2%

12.0%

9.9%

5.7%

18.0%

2.5%

0% 20% 40% 60%

森林、農地、河川、市街地に残さ
れた貴重な樹木・樹林など、今あ
るみどりを守る

年代を問わず誰もが利用しやすく
楽しめる公園を充実させる

落葉の堆肥化など、みどりのリサ
イクルを進める

公園の防犯や遊具の安全など、安
全で安心して利用できる維持管理
を充実させる

公園の防災施設を充実したり、斜
面のみどりを守るなど、防災面を
強化する

緑化に関する活動団体や人材の育
成・支援を充実させる

緑化に関する情報提供を充実させ
る

緑化に関心を持ち、みどりに親し
み、ふれあう機会を充実させる

その他 n=667
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2.3%

2.8%

2.1%

2.9%

1.8%

4.2%

3.1%

1.7%

0.0%

2.5%

1.3%

1.5%

1.6%

1.1%

4.2%

1.4%

4.5%

2.3%

9.7%

8.4%

10.4%

13.2%

7.0%

13.5%

4.7%

9.4%

11.0%

13.6%

8.8%

10.6%

9.7%

7.5%

5.6%

10.8%

15.9%

5.7%

43.2%

42.0%

45.0%

50.0%

36.8%

39.6%

48.1%

39.3%

48.4%

40.7%

51.3%

43.9%

46.8%

40.9%

36.1%

44.6%

40.9%

46.0%

29.8%

32.4%

27.8%

22.8%

29.8%

26.0%

30.2%

39.3%

28.6%

29.6%

27.5%

30.3%

24.2%

35.5%

33.3%

29.7%

26.1%

29.9%

15.0%

14.4%

14.6%

11.0%

24.6%

16.7%

14.0%

10.3%

12.1%

13.6%

11.3%

13.6%

17.7%

15.1%

20.8%

13.5%

12.5%

16.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

全体(n=711)

男(n=250)

女(n=431)

18歳～29歳(n=136)

30歳～39歳(n=114)

40歳～49歳(n=96)

50歳～59歳(n=129)

60歳～69歳(n=117)

70歳以上(n=91)

塩谷地区(n=81)

長橋・オタモイ地区(n=80)

高島地区(n=66)

手宮地区(n=62)

中央地区(n=93)

山手地区(n=72)

南小樽地区(n=74)

朝里地区(n=88)

銭函地区(n=87)

①満足 ②やや満足 ③ふつう ④やや不満 ⑤不満

① ② ③ ④ ⑤

【⑰公園や緑地、水辺の整備状況の満足度につい

て】

・全体として「ふつう」が43.2%と最も多く、次

いで「やや不満」が29.8％となっています。

・公園整備に関しては、幅広い年代や多用途に対

応することが求められています。

4.2%

3.4%

4.7%

6.0%

0.0%

3.1%

7.1%

4.3%

3.6%

1.3%

5.1%

4.8%

6.8%

8.8%

2.8%

1.4%

4.5%

2.4%

10.4%

11.0%

10.7%

15.8%

7.1%

12.5%

9.5%

11.2%

7.1%

6.7%

12.7%

6.3%

6.8%

9.9%

8.5%

6.8%

20.5%

12.9%

40.9%

40.7%

41.4%

39.8%

33.6%

36.5%

46.0%

41.4%

48.8%

33.3%

30.4%

36.5%

54.2%

34.1%

50.7%

42.5%

42.0%

48.2%

27.2%

29.7%

25.8%

23.3%

28.3%

27.1%

23.0%

34.5%

28.6%

30.7%

34.2%

28.6%

25.4%

30.8%

25.4%

27.4%

20.5%

22.4%

17.3%

15.3%

17.4%

15.0%

31.0%

20.8%

14.3%

8.6%

11.9%

28.0%

17.7%

23.8%

6.8%

16.5%

12.7%

21.9%

12.5%

14.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡例】

全体(n=694)

男(n=236)

女(n=430)

18歳～29歳(n=133)

30歳～39歳(n=113)

40歳～49歳(n=96)

50歳～59歳(n=126)

60歳～69歳(n=116)

70歳以上(n=84)

塩谷地区(n=75)

長橋・オタモイ地区(n=79)

高島地区(n=63)

手宮地区(n=59)

中央地区(n=91)

山手地区(n=71)

南小樽地区(n=73)

朝里地区(n=88)

銭函地区(n=85)

①満足 ②やや満足 ③ふつう ④やや不満 ⑤不満

① ② ③ ④ ⑤

【⑱子どもの遊び場や身近な公園の満足度につ

いて】

・全体として「ふつう」が40.9%と最も多く、

次いで「やや不満」が27.2％となっています。

・公園整備に関しては、幅広い年代や多用途に

対応することが求められています。



（９） 緑の課題
課題の整理
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主要施策に関する実施状況及び緑の解析やアンケート調査結果のほか、社会

情勢、法改正及び上位計画・関連計画などの新たに取り組むべき事項を加えて

緑の課題を整理します。



環境保全に関する課題

40

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題１

〔主要施策①〕(P8)
緑の骨格の保全

保安林、海岸線、河川区域などの緑の
骨格は継続して保全されている。

樹木は二酸化炭素の吸収効果を有し、
継続して保全を行うとともに、法また
は条例により地区指定する場合につい
ては、関係機関との協議が必要である。

➡
ヒートアイランド現象
の緩和や二酸化炭素の
吸収を促進するため、
樹林地や草地の保全を
していく必要がある。

〔主要施策②〕(P9)
水辺環境の保全

水辺環境は継続して保全されている。

樹木は二酸化炭素の吸収効果を有し、
継続して保全を行うとともに、法また
は条例により地区指定する場合につい
ては、関係機関との協議が必要である。

〔主要施策③〕(P10)
身近な樹林地の保全と樹
木の保存

市街地に存在する社寺境内林などの樹
木や指定されている保存樹木等は継続
して保全されている。

社寺境内林などの緑地は、ヒートア
イランド現象の緩和のため、継続して
保全を行うとともに、法または条例に
より地区指定する場合については、関
係機関との協議が必要である。

助成制度による支援は保存樹木等の指
定から１０年以内に限られており、現
在指定されている保存樹木などは助成
対象外であり、所有者等からの制度要
望はないが、今後は技術支援のほか、
制度内容について検討する必要がある。

樹林等はヒートアイランド現象の緩和
や二酸化炭素の吸収効果を有すること
から、継続して緑地の確保を行うよう
適正な指導を実施していく必要がある。

①都市の骨格を形成する緑地の保全



環境保全に関する課題
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主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題２-１

〔主要施策①〕(P8)
緑の骨格の保全

保安林、海岸線、河川区域などの緑の
骨格は継続して保全されている。

樹木は二酸化炭素の吸収効果を有し、
継続して保全を行うとともに、法また
は条例により地区指定する場合につい
ては、関係機関との協議が必要である。

➡
都市の骨格を形成する
貴重な自然資源である
天狗山などの丘陵地や
海岸線などの一体的な
保全をしていく必要が
ある。

〔主要施策②〕(P9)
水辺環境の保全 水辺環境は継続して保全されている。

樹木は二酸化炭素の吸収効果を有し、
継続して保全を行うとともに、法また
は条例により地区指定する場合につい
ては、関係機関との協議が必要である。

〔主要施策⑩〕(P18)
ビオトープネットワーク
の形成

樹林地や水辺環境など、ビオトープは
継続して保全されている。

生物多様性の確保への取組のため、継
続して樹林地や水辺環境の一体的な保
全が必要である。

〔主要施策⑪〕(P19)
レクリエーションネット
ワークの形成

社寺境内林などの拠点や河川などの回
遊路は継続して保全されている。

生物多様性の確保への取組のため、継
続して社寺境内林などの拠点や河川な
どの回遊路の一体的な保全が必要であ
る。

〔アンケート②〕(P30)
お住まいの地域の「たか
らもの」、「将来へ残し
たいもの」について

全体として公園に関する意見が100件
と最も多くなっている。

公園に対する関心が高く、また、意見
全体を通して自然環境や街並みの景観
の保全が望まれていることが伺える。

①都市の骨格を形成する緑地の保全



環境保全に関する課題

42

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題２-２

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

➡
都市の骨格を形成する
貴重な自然資源である
天狗山などの丘陵地や
海岸線などの一体的な
保全をしていく必要が
ある。

〔アンケート⑯〕(P35)
小樽のみどりをより良く
していく上で、大事だと
感じることについて

全体として「年代を問わず誰もが利用
しやすく楽しめる公園を充実させる」
が53.5%と最も多く、次いで「森林、
農地、河川、市街地に残された貴重な
樹木・樹林など、今あるみどりを守
る」が39.9％となっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

①都市の骨格を形成する緑地の保全



環境保全に関する課題
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主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題３-１

〔主要施策⑦〕(P14､15)
公共公益施設の緑化

毎年勝納川において近隣町内会、河川
管理者（北海道）、市との協働による
美化活動が行われており、水辺環境は
継続して保全されている。

緑化活動の担い手の確保のため、市
民・事業者への支援方法について検討
が必要であり、樹木等の在り方につい
ては市民ニーズに合わせた緑化の推進
を検討する必要がある。

➡ 市街地内の主要河川を
軸とする骨格緑地の維
持保全をしていく必要
がある。

今後は水辺環境の生物多様性の確保へ
の取組のため、河川や緑地の一体的な
保全が必要であると考えられる。

緑化後の維持管理方法を視野に入れた
緑化の推進方法について、関係機関と
の協議が必要である。

〔主要施策⑩〕(P18)
ビオトープネットワーク
の形成

樹林地や水辺環境など、ビオトープは
継続して保全されている。

生物多様性の確保への取組のため、継
続して樹林地や水辺環境の一体的な保
全が必要である。

〔主要施策⑪〕(P19)
レクリエーションネット
ワークの形成

社寺境内林などの拠点や河川などの回
遊路は継続して保全されている。

生物多様性の確保への取組のため、継
続して社寺境内林などの拠点や河川な
どの回遊路の一体的な保全が必要であ
る。

①都市の骨格を形成する緑地の保全



環境保全に関する課題

44

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題３-２

〔アンケート②〕(P30)
お住まいの地域の「たか
らもの」、「将来へ残し
たいもの」について

全体として公園に関する意見が100件
と最も多くなっている。

公園に対する関心が高く、また、意見
全体を通して自然環境や街並みの景観
の保全が望まれていることが伺える。

➡
市街地内の主要河川を
軸とする骨格緑地の維
持保全をしていく必要
がある。

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

〔アンケート⑯〕(P35)
小樽のみどりをより良く
していく上で、大事だと
感じることについて

全体として「年代を問わず誰もが利用
しやすく楽しめる公園を充実させる」
が53.5%と最も多く、次いで「森林、
農地、河川、市街地に残された貴重な
樹木・樹林など、今あるみどりを守
る」が39.9％となっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

①都市の骨格を形成する緑地の保全



環境保全に関する課題
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主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題４-１

➡

〔主要施策①〕(P8)
緑の骨格の保全

保安林、海岸線、河川区域などの緑の
骨格は継続して保全されている。

樹木は二酸化炭素の吸収効果を有し、
継続して保全を行うとともに、法また
は条例により地区指定する場合につい
ては、関係機関との協議が必要である。

自然と共存する環境を
形成している生息地・
生育地である天狗山の
豊かな森林資源などの
丘陵地や緑道のほか、
河川や海岸線などの水
辺環境との緑と水によ
る生物多様性に配慮し
たエコロジカルネット
ワークの形成をしてい
く必要がある。

〔主要施策②〕(P9)
水辺環境の保全

水辺環境は継続して保全されている。

樹木は二酸化炭素の吸収効果を有し、
継続して保全を行うとともに、法また
は条例により地区指定する場合につい
ては、関係機関との協議が必要である。

〔主要施策⑩〕(P18)
ビオトープネットワーク
の形成

樹林地や水辺環境など、ビオトープは
継続して保全されている。

生物多様性の確保への取組のため、継
続して樹林地や水辺環境の一体的な保
全が必要である。

〔主要施策⑪〕(P19)
レクリエーションネット
ワークの形成

社寺境内林などの拠点や河川などの回
遊路は継続して保全されている。

生物多様性の確保への取組のため、継
続して社寺境内林などの拠点や河川な
どの回遊路の一体的な保全が必要であ
る。

〔アンケート②〕(P30)
お住まいの地域の「たか
らもの」、「将来へ残し
たいもの」について

全体として公園に関する意見が100件
と最も多くなっている。

公園に対する関心が高く、また、意見
全体を通して自然環境や街並みの景観
の保全が望まれていることが伺える。

②生き物の生息・生育環境の保全・創出



環境保全に関する課題
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主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題４-２

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

➡

自然と共存する環境を
形成している生息地・
生育地である天狗山の
豊かな森林資源などの
丘陵地や緑道のほか、
河川や海岸線などの水
辺環境との緑と水によ
る生物多様性に配慮し
たエコロジカルネット
ワークの形成をしてい
く必要がある。

〔アンケート⑯〕(P35)
小樽のみどりをより良く
していく上で、大事だと
感じることについて

全体として「年代を問わず誰もが利用
しやすく楽しめる公園を充実させる」
が53.5%と最も多く、次いで「森林、
農地、河川、市街地に残された貴重な
樹木・樹林など、今あるみどりを守
る」が39.9％となっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

②生き物の生息・生育環境の保全・創出



環境保全に関する課題

47

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題５

〔主要施策④〕(P11)
身近な公園の整備

住区基幹公園は5箇所整備されたが、
老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施している。

人口減少に伴う、長期未整備の都市計
画公園を含めた公園の適正な配置によ
り、既存公園を集約化することで、管
理施設の縮小による維持管理費等の低
減が図られる。

➡
既存の都市公園の適正
な配置をしていく必要
がある。

〔アンケート①〕(P30)
公園や緑地、水辺の環境
に関する、今後重点をお
くべき事について

全体として「住宅地周辺にある既存の
公園の充実を図る」が46.3％と最も多
く、次いで「既存の大型公園の充実を
図る」が39.5％となっている。

新たな公園整備よりも、既存の公園の
充実が望まれていることが伺える。

〔アンケート⑪〕(P33)
身近な公園を利用しない
理由について

全体として「利用する時間や暇がな
い」が43.7％と最も多く、他には公園
施設が古く、休憩施設が少ないため魅
力に感じられていない。

積極的な利用が図られるような施設整
備及び維持管理の検討が必要と考えら
れる。

〔アンケート⑰〕(P35)
公園や緑地、水辺の整備
状況の満足度について

全体として「ふつう」が43.2%と最も
多く、次いで「やや不満」が29.8％と
なっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

②生き物の生息・生育環境の保全・創出



環境保全に関する課題

48

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題６-１

〔主要施策③〕(P10)
身近な樹林地の保全と樹
木の保存

市街地に存在する社寺境内林などの樹
木や指定されている保存樹木等は継続
して保全されている。

社寺境内林などの緑地は、ヒートア
イランド現象の緩和のため、継続して
保全を行うとともに、法または条例に
より地区指定する場合については、関
係機関との協議が必要である。

➡
住吉神社の社寺境内林
や勝納川などの市街地
に存在する緑地の維持
保全をしていく必要が
ある。

助成制度による支援は保存樹木等の指
定から１０年以内に限られており、現
在指定されている保存樹木などは助成
対象外であり、所有者等からの制度要
望はないが、今後は技術支援のほか、
制度内容について検討する必要がある。

樹林等はヒートアイランド現象の緩和
や二酸化炭素の吸収効果を有すること
から、継続して緑地の確保を行うよう
適正な指導を実施していく必要がある。

③歴史的風土を取りまく緑地の保全



環境保全に関する課題

49

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題６-２

〔主要施策⑦〕(P14､15)
公共公益施設の緑化

毎年勝納川において近隣町内会、河川
管理者（北海道）、市との協働による
美化活動が行われており、水辺環境は
継続して保全されている。

緑化活動の担い手の確保のため、市
民・事業者への支援方法について検討
が必要であり、樹木等の在り方につい
ては市民ニーズに合わせた緑化の推進
を検討する必要がある。

➡
住吉神社の社寺境内林
や勝納川などの市街地
に存在する緑地の維持
保全をしていく必要が
ある。

今後は水辺環境の生物多様性の確保へ
の取組のため、河川や緑地の一体的な
保全が必要であると考えられる。

緑化後の維持管理方法を視野に入れた
緑化の推進方法について、関係機関と
の協議が必要である。

〔アンケート⑧〕(P32)
公園以外で、市街地内の
「今後も保全すべき緑
地」について

全体として「住吉神社」が63.9%と最
も多く、地区別でも50%以上となって
いる。

住吉神社、小樽稲荷神社、水天宮が今
後も保全すべき緑地と考えられている。

③歴史的風土を取りまく緑地の保全



環境保全に関する課題

50

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題７

〔アンケート③〕(P30)
お住まいの地域のイメー
ジについて（現在）

全体として「自然に恵まれた静かな地
域」が41.5％と最も多く、次いで「住
宅が建ち並ぶ地域」が36.5％となって
います。地区別で見ると、ほとんどの
地区が「自然に恵まれた静かな地域」
もしくは「住宅が建ち並ぶ地域」を最
も多く選択する中、「中央地区」は、
「観光客が多い地域」が最も多くなっ
ている。

自然に恵まれた静かな住宅地と感じて
いる市民が多い結果となった。

➡
良好な都市環境の形成
に資する緑地の保全を
していく必要がある。

〔アンケート④〕(P31)
お住まいの地域のイメー
ジについて（将来）

全体として「自然や緑が豊かなまち」
が27.9％と最も多く、次いで「安心で
きるまち」が27.2％となっています。
地区別でも、多くの地区で上記2項目
を選択する中、「手宮地区」と「中央
地区」は「文化や歴史などを感じさせ
るまち」が最も多くなっている。

自然や緑が豊かで安心できると感じら
れていることが伺える。

〔アンケート⑥〕(P31)
お住まいのまわり（住宅
の庭や公園、背後の樹林
地など）のみどり豊かさ
について

全体として「豊かと感じている」割合
は72.4%となっています。地区別では、
塩谷地区では、その割合が88.4%と最
も多いが、中央地区では「豊かと感じ
ていない」割合が62.4％となっている。

中央地区における緑の充実が課題であ
ることが伺える。

〔アンケート⑦〕(P32)
お住まいのまわりの道路
（街路樹や花壇など）の
みどり豊かさについて

全体として「豊かと感じている」割合
は47.7%、「豊かに感じていない」割
合が49.0％となっています。地区別で
は、中央地区は「豊かではないと感じ
ている」割合が73.1％となっている。

中央地区の道路における緑の充実が課
題であることが伺える。

④快適な生活環境を創出する緑地の保全・整備



レクリエーションに関する課題

51

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題１-１

〔主要施策④〕(P11)
身近な公園の整備

住区基幹公園は5箇所整備されたが、
老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施している。

人口減少に伴う、長期未整備の都市計
画公園を含めた公園の適正な配置によ
り、既存公園を集約化することで、管
理施設の縮小による維持管理費等の低
減が図られる。

➡
長期未整備の都市計画
公園は、その必要性等
を総合的に点検・検証
し、必要な見直しを検
討していく必要がある。〔主要施策⑤〕(P12)

規模の大きな公園の整備

老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施しており、今後は
新規公園の整備ではなく、既存公園の
充実や適正な配置が必要であると考え
られる。

老朽化した施設整備に合わせ、市民
ニーズに合わせた整備を検討する必要
がある。

長期未整備の都市計画公園を含め、公
園を適正に配置し、既存公園を集約化
することで、管理施設の縮小による維
持管理費等の低減が図られる。

適正な維持管理を継続する必要がある。

銭函パークゴルフ場は暫定整備という
位置付けで開設されていることから、
今後の位置付けについて、関係機関と
の協議が必要である。

新規都市緑地の必要性について検討を
行う必要がある。

①身近なレクリエーションの場となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

52

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題１-２

〔アンケート①〕(P30)
公園や緑地、水辺の環境
に関する、今後重点をお
くべき事について

全体として「住宅地周辺にある既存の
公園の充実を図る」が46.3％と最も多
く、次いで「既存の大型公園の充実を
図る」が39.5％となっている。

新たな公園整備よりも、既存の公園の
充実が望まれていることが伺える。

➡
長期未整備の都市計画
公園は、その必要性等
を総合的に点検・検証
し、必要な見直しを検
討していく必要がある。

〔アンケート②〕(P30)
お住まいの地域の「たか
らもの」、「将来へ残し
たいもの」について

全体として公園に関する意見が100件
と最も多くなっている。

公園に対する関心が高く、また、意見
全体を通して自然環境や街並みの景観
の保全が望まれていることが伺える。

〔アンケート④〕(P31)
お住まいの地域のイメー
ジについて（将来）

全体として「自然や緑が豊かなまち」
が27.9％と最も多く、次いで「安心で
きるまち」が27.2％となっています。
地区別でも、多くの地区で上記2項目
を選択する中、「手宮地区」と「中央
地区」は「文化や歴史などを感じさせ
るまち」が最も多くなっている。

自然や緑が豊かで安心できると感じら
れていることが伺える。

〔アンケート⑤〕(P31)
魅力的なまちにするため
のアイディアや提案

全体として公園整備や緑化推進に関す
る提案が93件となっている。

全体として公園整備に関する意見が最
も多く、幅広い年代や多用途に対応す
ることが提案されている。

①身近なレクリエーションの場となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

53

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題２-１

➡

〔主要施策④〕(P11)
身近な公園の整備

住区基幹公園は5箇所整備されたが、
老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施している。

人口減少に伴う、長期未整備の都市計
画公園を含めた公園の適正な配置によ
り、既存公園を集約化することで、管
理施設の縮小による維持管理費等の低
減が図られる。

既存公園を継続して整
備するとともに、市民
ニーズに対応した適正
な公園配置や機能の集
約をしていく必要があ
る。

〔主要施策⑤〕(P12)
規模の大きな公園の整備

老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施しており、今後は
新規公園の整備ではなく、既存公園の
充実や適正な配置が必要であると考え
られる。

老朽化した施設整備に合わせ、市民
ニーズに合わせた整備を検討する必要
がある。

長期未整備の都市計画公園を含め、公
園を適正に配置し、既存公園を集約化
することで、管理施設の縮小による維
持管理費等の低減が図られる。

適正な維持管理を継続する必要がある。

銭函パークゴルフ場は暫定整備という
位置付けで開設されていることから、
今後の位置付けについて、関係機関と
の協議が必要である。

新規都市緑地の必要性について検討を
行う必要がある。

①身近なレクリエーションの場となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

54

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題２-２

➡

〔主要施策⑥〕(P13)
公園緑地の質的向上

公園施設長寿命化計画に基づき、老朽
化した既存公園施設の維持管理及び更
新を進めた。

公園施設長寿命化計画に基づき、老朽
化した既存公園施設の維持管理及び更
新の実施により、ライフサイクルコス
トの縮減が図られることから、今後も
継続して行う必要がある。

既存公園を継続して整
備するとともに、市民
ニーズに対応した適正
な公園配置や機能の集
約をしていく必要があ
る。

バリアフリー化が実施されていない公
園については、市民ニーズに応じて整
備の検討を行う必要がある。

冬期間の市民ニーズを把握し、活用方
法について検討が必要である。

公共公益施設の整備当たっては、必要
に応じて関係機関との協議が必要であ
る。

〔アンケート①〕(P30)
公園や緑地、水辺の環境
に関する、今後重点をお
くべき事について

全体として「住宅地周辺にある既存の
公園の充実を図る」が46.3％と最も多
く、次いで「既存の大型公園の充実を
図る」が39.5％となっている。

新たな公園整備よりも、既存の公園の
充実が望まれていることが伺える。

〔アンケート⑤〕(P31)
魅力的なまちにするため
のアイディアや提案

全体として公園整備や緑化推進に関す
る提案が93件となっている。

全体として公園整備に関する意見が最
も多く、幅広い年代や多用途に対応す
ることが提案されている。

①身近なレクリエーションの場となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

55

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題２-３

〔アンケート⑪〕(P33)
身近な公園を利用しない
理由について

全体として「利用する時間や暇がな
い」が43.7％と最も多く、他には公園
施設が古く、休憩施設が少ないため魅
力に感じないことが理由となっている。

積極的な利用が図られるような施設整
備及び維持管理の検討が必要と考えら
れる。

➡
既存公園を継続して整
備するとともに、市民
ニーズに対応した適正
な公園配置や機能の集
約をしていく必要があ
る。

〔アンケート⑯〕(P35)
小樽のみどりをより良く
していく上で、大事だと
感じることについて

全体として「年代を問わず誰もが利用
しやすく楽しめる公園を充実させる」
が53.5%と最も多く、次いで「森林、
農地、河川、市街地に残された貴重な
樹木・樹林など、今あるみどりを守
る」が39.9％となっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

〔アンケート⑰〕(P35)
公園や緑地、水辺の整備
状況の満足度について

全体として「ふつう」が43.2%と最も
多く、次いで「やや不満」が29.8％と
なっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

〔アンケート⑱〕(P35)
子どもの遊び場や身近な
公園の満足度について

全体として「ふつう」が40.9%と最も
多く、次いで「やや不満」が27.2％と
なっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

①身近なレクリエーションの場となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

56

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題３-１

〔主要施策④〕(P11)
身近な公園の整備

住区基幹公園は5箇所整備されたが、
老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施している。

人口減少に伴う、長期未整備の都市計
画公園を含めた公園の適正な配置によ
り、既存公園を集約化することで、管
理施設の縮小による維持管理費等の低
減が図られる。

➡
市民の健康志向の高ま
りに応じた健康器具な
どの整備による健康増
進を支援していく必要
がある。〔主要施策⑤〕(P12)

規模の大きな公園の整備

老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施しており、今後は
新規公園の整備ではなく、既存公園の
充実や適正な配置が必要であると考え
られる。

老朽化した施設整備に合わせ、市民
ニーズに合わせた整備を検討する必要
がある。

長期未整備の都市計画公園を含め、公
園を適正に配置し、既存公園を集約化
することで、管理施設の縮小による維
持管理費等の低減が図られる。

適正な維持管理を継続する必要がある。

銭函パークゴルフ場は暫定整備という
位置付けで開設されていることから、
今後の位置付けについて、関係機関と
の協議が必要である。

新規都市緑地の必要性について検討を
行う必要がある。

②市民レクリエーションの拠点となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

57

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題３-２

〔アンケート⑤〕(P31)
魅力的なまちにするため
のアイディアや提案

全体として公園整備や緑化推進に関す
る提案が93件となっている。

全体として公園整備に関する意見が最
も多く、幅広い年代や多用途に対応す
ることが提案されている。

➡
市民の健康志向の高ま
りに応じた健康器具な
どの整備による健康増
進を支援していく必要
がある。

〔アンケート⑫〕(P33)
小樽にあると良いと思う
公園について

全体として「花が多く季節の楽しみが
ある公園」が34.0%と最も多く、次い
で「ウォーキングができる公園」が
29.9％となっている。

公園整備に関しては、多用途に対応す
ることが求められている。

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

〔アンケート⑯〕(P35)
小樽のみどりをより良く
していく上で、大事だと
感じることについて

全体として「年代を問わず誰もが利用
しやすく楽しめる公園を充実させる」
が53.5%と最も多く、次いで「森林、
農地、河川、市街地に残された貴重な
樹木・樹林など、今あるみどりを守
る」が39.9％となっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

②市民レクリエーションの拠点となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

58

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題４-１

〔主要施策⑤〕(P12)
規模の大きな公園の整備

老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施しており、今後は
新規公園の整備ではなく、既存公園の
充実や適正な配置が必要であると考え
られる。

老朽化した施設整備に合わせ、市民
ニーズに合わせた整備を検討する必要
がある。

➡

公園等の老朽化した施
設の計画的な更新を継
続して行うとともに、
管理体制の強化を図り
ながら、効率的な維持
管理による公園の充実
をしていく必要がある。

長期未整備の都市計画公園を含め、公
園を適正に配置し、既存公園を集約化
することで、管理施設の縮小による維
持管理費等の低減が図られる。

適正な維持管理を継続する必要がある。

銭函パークゴルフ場は暫定整備という
位置付けで開設されていることから、
今後の位置付けについて、関係機関と
の協議が必要である。

新規都市緑地の必要性について検討を
行う必要がある。

〔アンケート①〕(P30)
公園や緑地、水辺の環境
に関する、今後重点をお
くべき事について

全体として「住宅地周辺にある既存の
公園の充実を図る」が46.3％と最も多
く、次いで「既存の大型公園の充実を
図る」が39.5％となっている。

新たな公園整備よりも、既存の公園の
充実が望まれていることが伺える。

②市民レクリエーションの拠点となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

59

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題４-２

〔アンケート⑩〕(P33)
身近な公園の利用頻度に
ついて

全体として「まったく利用しない」が
43.7%と最も多く、次いで「あまり利
用しない」が34.6％と「利用しない傾
向」が78.3%となっています。地区別
では、山手地区は他地区よりも利用す
る頻度が高くなっている。

市民ニーズに合わせた整備が必要と考
えられる。

➡

公園等の老朽化した施
設の計画的な更新を継
続して行うとともに、
管理体制の強化を図り
ながら、効率的な維持
管理による公園の充実
をしていく必要がある。

〔アンケート⑪〕(P33)
身近な公園を利用しない
理由について

全体として「利用する時間や暇がな
い」が43.7％と最も多く、他には公園
施設が古く、休憩施設が少ないため魅
力に感じないことが理由となっている。

積極的な利用が図られるような施設整
備及び維持管理の検討が必要と考えら
れる。

②市民レクリエーションの拠点となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

60

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題５-１

〔主要施策⑦〕(P14､15)
公共公益施設の緑化

公園愛護会やフラワーマスターなどと
協働し、緑化活動は実施したが、樹木
等に関する苦情が多様化しており、樹
木等による緑化は実施していない。

緑化活動の担い手の確保のため、市
民・事業者への支援方法について検討
が必要であり、樹木等の在り方につい
ては市民ニーズに合わせた緑化の推進
を検討する必要がある。

➡
公園の維持管理や緑化
の推進に向け、町内会
やボランティア団体と
のパートナーシップの
形成をしていく必要が
ある。

今後は水辺環境の生物多様性の確保へ
の取組のため、河川や緑地の一体的な
保全が必要であると考えられる。

緑化後の維持管理方法を視野に入れた
緑化の推進方法について、関係機関と
の協議が必要である。

〔主要施策⑧〕(P16)
民有地における緑化

緑の基本計画をホームページに公表し、
情報提供を行っている。

開発行為等による緑地の減少を抑制す
るため、条例等に基づく適切な指導を
継続して行う必要があり、市街地など
の住宅が密集してる地区においては、
火災時の延焼防止機能を有する樹木等
を配置し、緑化の推進を継続すること
が望ましいと考えられる。

助成制度などを活用した中心市街地へ
の緑化の誘導方法について、関係機関
との協議が必要である。

市民ニーズに合った身近な緑化の推進
に関する取組をHP等に掲載するなど、
民有地への緑化の促進方法を検討する
必要がある。

②市民レクリエーションの拠点となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

61

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題５-２

〔主要施策⑬〕(P21)
市民参加の体制づくり

フラワーマスターなどから助成などの
要請がなかったことから、実施してい
ない。

緑化活動等を行うボランティア団体へ
の支援方法の検討など、市民・事業
者・行政が一体となって緑化活動を推
進する体制づくりを形成する必要があ
る。

➡
公園の維持管理や緑化
の推進に向け、町内会
やボランティア団体と
のパートナーシップの
形成をしていく必要が
ある。

〔アンケート⑬〕(P34)
みどりづくりやイベント
（自然観察会、植樹会な
ど）への参加の有無

全体として「参加したことがなく、今
後も参加しない」が54.8%と最も多く、
次いで「参加したことはないが、今後
は参加したい」が33.0％となっている。

イベントへの参加意思がある市民が一
定割合いることから、市民ニーズに
合った開催内容の検討が必要と考えら
れる。

〔アンケート⑭〕(P34)
イベントに「参加したこ
とがない」理由について

全体として「参加する時間がない」が
42.8%と最も多く、次いで「実施して
いることを知らなかった」が41.6％と
なっている。

イベントに関する周知方法について検
討する必要があると考えられる。

②市民レクリエーションの拠点となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

62

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題６

〔主要施策⑮〕(P23)
緑に親しむ機会や場の充
実

予算確保が難しくなり、開催が中止さ
れ、現在は実施していない。

市民ニーズに合った後継イベントにつ
いて検討が必要である。

➡
市民ニーズに合ったイ
ベントの開催内容や周
知方法の検討をしてい
く必要がある。

自然観察会などのイベントの継続や市
民ニーズに合った新たなイベントにつ
いて検討が必要である。

各種活動の情報等を共有するため、官
民一体となる体制づくりが必要である。

〔アンケート⑬〕(P34)
みどりづくりやイベント
（自然観察会、植樹会な
ど）への参加の有無

全体として「参加したことがなく、今
後も参加しない」が54.8%と最も多く、
次いで「参加したことはないが、今後
は参加したい」が33.0％となっている。

今後のイベントへの参加意思がある市
民が一定割合いることから、ニーズに
合った開催内容の検討が必要と考えら
れる。

〔アンケート⑭〕(P34)
イベントに「参加したこ
とがない」理由について

全体として「参加する時間がない」が
42.8%と最も多く、次いで「実施して
いることを知らなかった」が41.6％と
なっている。

イベントに関する周知方法について検
討する必要があると考えられる。

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

②市民レクリエーションの拠点となる公園の配置



レクリエーションに関する課題

63

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題７-１

〔主要施策④〕(P11)
身近な公園の整備

住区基幹公園は5箇所整備されたが、
老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施している。

人口減少に伴う、長期未整備の都市計
画公園を含めた公園の適正な配置によ
り、既存公園を集約化することで、管
理施設の縮小による維持管理費等の低
減が図られる。

➡
良好な自然景観地や歴
史的資源を生かした公
園の整備をしていく必
要がある。

〔主要施策⑤〕(P12)
規模の大きな公園の整備

老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施しており、今後は
新規公園の整備ではなく、既存公園の
充実や適正な配置が必要であると考え
られる。

老朽化した施設整備に合わせ、市民
ニーズに合わせた整備を検討する必要
がある。

長期未整備の都市計画公園を含め、公
園を適正に配置し、既存公園を集約化
することで、管理施設の縮小による維
持管理費等の低減が図られる。

適正な維持管理を継続する必要がある。

銭函パークゴルフ場は暫定整備という
位置付けで開設されていることから、
今後の位置付けについて、関係機関と
の協議が必要である。

新規都市緑地の必要性について検討を
行う必要がある。

③自然や歴史とふれあえる公園の配置



レクリエーションに関する課題

64

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題７-２

〔アンケート⑤〕(P31)
魅力的なまちにするため
のアイディアや提案

全体として公園整備や緑化推進に関す
る提案が93件となっている。

全体として公園整備に関する意見が最
も多く、幅広い年代や多用途に対応す
ることが提案されている。

➡
良好な自然景観地や歴
史的資源を生かした公
園の整備をしていく必
要がある。

〔アンケート⑫〕(P33)
小樽にあると良いと思う
公園について

全体として「花が多く季節の楽しみが
ある公園」が34.0%と最も多く、次い
で「ウォーキングができる公園」が
29.9％となっている。

公園整備に関しては、多用途に対応す
ることが求められている。

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

〔アンケート⑯〕(P35)
小樽のみどりをより良く
していく上で、大事だと
感じることについて

全体として「年代を問わず誰もが利用
しやすく楽しめる公園を充実させる」
が53.5%と最も多く、次いで「森林、
農地、河川、市街地に残された貴重な
樹木・樹林など、今あるみどりを守
る」が39.9％となっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

③自然や歴史とふれあえる公園の配置



レクリエーションに関する課題

65

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題８

〔アンケート⑫〕(P33)
小樽にあると良いと思う
公園について

全体として「花が多く季節の楽しみが
ある公園」が34.0%と最も多く、次い
で「ウォーキングができる公園」が
29.9％となっている。

公園整備に関しては、多用途に対応す
ることが求められている。

➡

旧国鉄手宮線などを活
用した観光拠点間を結
ぶ歩行者空間としての
レクリエーションネッ
トワークの形成と適正
な維持管理の推進をし
ていく必要がある。

〔アンケート⑬〕(P34)
みどりづくりやイベント
（自然観察会、植樹会な
ど）への参加の有無

全体として「参加したことがなく、今
後も参加しない」が54.8%と最も多く、
次いで「参加したことはないが、今後
は参加したい」が33.0％となっている。

イベントへの参加意思がある市民が一
定割合いることから、市民ニーズに
合った開催内容の検討が必要と考えら
れる。

④レクリエーションネットワークの形成



防災に関する課題

66

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題１

〔主要施策①〕(P8)
緑の骨格の保全

保安林、海岸線、河川区域などの緑の
骨格は継続して保全されている。

大規模土砂災害などの減災対策として、
市街地郊外の丘陵樹林地などの保全が
必要と考えられる。 ➡

崩落や地すべりなどに
よる土砂流出や土壌保
全につながる森林の保
全をしていく必要があ
る。

〔主要施策②〕(P9)
水辺環境の保全

水辺環境は継続して保全されている。
地すべり等による市街地への土砂流出
を抑制するため、河川等の水辺環境の
保全が必要と考えられる。

①自然災害の防止に役立つ緑地の保全



防災に関する課題

67

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題２

〔主要施策①〕(P8)
緑の骨格の保全

保安林、海岸線、河川区域などの緑の
骨格は継続して保全されている。

自然災害に伴う土石流などの減災対策
として、市街地郊外の丘陵樹林地など
の保全が必要と考えられる。

➡

台風や集中豪雨による
洪水や土石流など水害
を軽減する役割を果た
している河川上流域の
山林や、雨水の貯水機
能を持つオタルナイ湖、
農地の保全をしていく
必要がある。

〔主要施策②〕(P9)
水辺環境の保全

水辺環境は継続して保全されている。
集中豪雨による洪水等の水害を軽減す
るため、河川等の水辺環境の保全が必
要と考えられる。

①自然災害の防止に役立つ緑地の保全



防災に関する課題

68

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題３

〔主要施策⑫〕(P20)
緑の防災ネットワークの
形成

指定緊急避難場所として小樽公園及び
手宮公園が指定されている。

中心市街地のオープンスペースを活用
した避難場所の確保について、継続し
て検討する必要があり、避難場所とし
て指定された公園については、維持管
理方法を検討する必要がある。

避難場所として指定さ
れている公園の適正な
維持管理をしていく必
要がある。

➡
ヘリポートとして使用している公園等
については、維持管理方法を検討する
必要がある。

災害に応じて避難方法が異なり、避難
路としての位置付けが難しく、樹木等
に関する苦情が多様化していることも
踏まえて、今後の樹木・植栽の在り方
について検討が必要である。

②避難地・避難路となる緑地の配置



防災に関する課題

69

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題４

〔主要施策⑫〕(P20)
緑の防災ネットワークの
形成

指定緊急避難場所として小樽公園及び
手宮公園が指定されている。

中心市街地のオープンスペースを活用
した避難場所の確保について、継続し
て検討する必要があり、避難場所とし
て指定された公園については、維持管
理方法を検討する必要がある。

ヘリポートなど多様な
防災拠点として公園等
の活用の検討をしてい
く必要がある。

➡
ヘリポートとして使用している公園等
については、維持管理方法を検討する
必要がある。

災害に応じて避難方法が異なり、避難
路としての位置付けが難しく、樹木等
に関する苦情が多様化していることも
踏まえて、今後の樹木・植栽の在り方
について検討が必要である。

②避難地・避難路となる緑地の配置



防災に関する課題

70

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題５-１

〔主要施策⑧〕(P16)
民有地における緑化

助成制度を利用した緑化活動や条例等
に基づく緑化の推進を指導した。

開発行為等による緑地の減少を抑制す
るため、条例等に基づく適切な指導を
継続して行う必要があり、市街地など
の住宅が密集してる地区においては、
火災時の延焼防止機能を有する樹木等
を配置し、緑化の推進を継続すること
が望ましいと考えられる。

➡
グリーンインフラを活
用した防災・減災対策
への取組の検討をして
いく必要がある。

助成制度などを活用した中心市街地へ
の緑化の誘導方法について、関係機関
との協議が必要である。

市民ニーズに合った身近な緑化の推進
に関する取組をHP等に掲載するなど、
民有地への緑化の促進方法を検討する
必要がある。

〔主要施策⑨〕(P17)
緑の少ない地域の緑化

小樽駅前周辺地区での緑化重点地区の
指定について実施されなかった。

市街地などの住宅が密集してる地区に
おいては、火災時の延焼防止の観点か
ら、緑化の推進を継続することが望ま
しいと考えられる。

③快適な都市生活を守る緑地の配置



防災に関する課題

71

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題５-２

〔主要施策⑫〕(P20)
緑の防災ネットワークの
形成

道路の整備伴い、樹木などの緑化が行
われた。

中心市街地のオープンスペースを活用
した避難場所の確保について、継続し
て検討する必要があり、避難場所とし
て指定された公園については、維持管
理方法を検討する必要がある。

➡
グリーンインフラを活
用した防災・減災対策
への取組の検討をして
いく必要がある。

ヘリポートとして使用している公園等
については、維持管理方法を検討する
必要がある。

災害に応じて避難方法が異なり、避難
路としての位置付けが難しく、樹木等
に関する苦情が多様化していることも
踏まえて、今後の樹木・植栽の在り方
について検討が必要である。

〔主要施策⑭〕(P22)
緑を育む基礎づくり

緑を活用した調査・研究などは実施さ
れなかった。

緑化の推進に合わせて、緑を活用した
防災への取組方法について検討を行う
必要がある。

助成制度などを活用した緑化の推進方
法について、関係機関との協議が必要
である。

③快適な都市生活を守る緑地の配置



景観形成に関する課題

72

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題１

〔主要施策①〕(P8)
緑の骨格の保全

保安林、海岸線、河川区域などの緑の
骨格は継続して保全されている。

法または条例により地区指定する場合
については、関係機関との協議が必要
である。

➡
美しい眺望を持つ天狗
山や自然と調和したニ
セコ積丹小樽海岸国定
公園などの自然的景観
の保全をしていく必要
がある。

〔主要施策②〕(P9)
水辺環境の保全

水辺環境は継続して保全されている。
法または条例により地区指定する場合
については、関係機関との協議が必要
である。

〔アンケート②〕(P30)
お住まいの地域の「たか
らもの」、「将来へ残し
たいもの」について

全体として公園に関する意見が100件
と最も多くなっている。

公園に対する関心が高く、また、意見
全体を通して自然環境や街並みの景観
の保全が望まれていることが伺える。

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

①都市景観を構成する骨格緑地の保全



景観形成に関する課題

73

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題２

〔主要施策②〕(P9)
水辺環境の保全

水辺環境は継続して保全されている。
法または条例により地区指定する場合
については、関係機関との協議が必要
である。

➡
奥沢水源地周辺のうる
おいのある水辺景観の
保全・活用を検討して
いく必要がある。

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

〔アンケート⑯〕(P35)
小樽のみどりをより良く
していく上で、大事だと
感じることについて

全体として「年代を問わず誰もが利用
しやすく楽しめる公園を充実させる」
が53.5%と最も多く、次いで「森林、
農地、河川、市街地に残された貴重な
樹木・樹林など、今あるみどりを守
る」が39.9％となっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

〔アンケート⑰〕(P35)
公園や緑地、水辺の整備
状況の満足度について

全体として「ふつう」が43.2%と最も
多く、次いで「やや不満」が29.8％と
なっている。

公園整備に関しては、幅広い年代や多
用途に対応することが求められている。

②歴史的風土を伝える景観資源の保全・活用



景観形成に関する課題

74

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題３-１

〔主要施策①〕(P8)
緑の骨格の保全

保安林、海岸線、河川区域などの緑の
骨格は継続して保全されている。

法または条例により地区指定する場合
については、関係機関との協議が必要
である。

➡

市街地と樹林地が織り
なす景観を保持するた
め、住吉神社をはじめ
とする社寺境内林や丘
陵樹林地など、市街地
に自生する樹林地の保
全をしていく必要があ
る。

〔主要施策③〕(P10)
身近な樹林地の保全と樹
木の保存

市街地に存在する社寺境内林などの樹
木や指定されている保存樹木等は継続
して保全されている。

社寺境内林などの緑地は、ヒートアイ
ランド現象の緩和のため、継続して保
全を行うとともに、法または条例によ
り地区指定する場合については、関係
機関との協議が必要である。

助成制度による支援は保存樹木等の指
定から１０年以内に限られており、現
在指定されている保存樹木などは助成
対象外であり、所有者等からの制度要
望はないが、今後は技術支援のほか、
制度内容について検討する必要がある。

樹林等はヒートアイランド現象の緩和
や二酸化炭素の吸収効果を有すること
から、継続して緑地の確保を行うよう
適正な指導を実施していく必要がある。

③良好な眺望地点である緑地の保全



景観形成に関する課題

75

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題３-２

〔主要施策⑧〕(P16)
民有地における緑化

助成制度を利用した緑化活動や条例等
に基づく緑化の推進を指導した。

開発行為等による緑地の減少を抑制す
るため、条例等に基づく適切な指導を
継続して行う必要があり、市街地など
の住宅が密集してる地区においては、
火災時の延焼防止機能を有する樹木等
を配置し、緑化の推進を継続すること
が望ましいと考えられる。

➡

市街地と樹林地が織り
なす景観を保持するた
め、住吉神社をはじめ
とする社寺境内林や丘
陵樹林地など、市街地
に自生する樹林地の保
全をしていく必要があ
る。

助成制度などを活用した中心市街地へ
の緑化の誘導方法について、関係機関
との協議が必要である。

市民ニーズに合った身近な緑化の推進
に関する取組をHP等に掲載するなど、
民有地への緑化の促進方法を検討する
必要がある。

〔主要施策⑨〕(P17)
緑の少ない地域の緑化

小樽駅前周辺地区での緑化重点地区の
指定について実施されなかった。

市街地周辺などの緑地が少ない地域の
緑化の推進方法について、関係機関と
の協議が必要である。

〔アンケート②〕(P30)
お住まいの地域の「たか
らもの」、「将来へ残し
たいもの」について

全体として公園に関する意見が100件
と最も多くなっている。

公園に対する関心が高く、また、意見
全体を通して自然環境や街並みの景観
の保全が望まれていることが伺える。

〔アンケート⑧〕(P32)
公園以外で、市街地内の
「今後も保全すべき緑
地」について

全体として「住吉神社」が63.9%と最
も多く、地区別でも50%以上となって
いる。

住吉神社、小樽稲荷神社、水天宮が今
後も保全すべき緑地と考えられている。

③良好な眺望地点である緑地の保全



景観形成に関する課題
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主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題４-１

〔主要施策④〕(P11)
身近な公園の整備

住区基幹公園は5箇所整備されたが、
老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施している。

人口減少に伴う、長期未整備の都市計
画公園を含めた公園の適正な配置によ
り、既存公園を集約化することで、管
理施設の縮小による維持管理費等の低
減が図られる。

➡
既存公園を継続して整
備するとともに、市民
ニーズに対応した適正
な公園配置や機能の集
約をしていく必要があ
る。

〔主要施策⑤〕(P12)
規模の大きな公園の整備

老朽化した既存公園施設の更新・維持
管理を優先して実施しており、今後は
新規公園の整備ではなく、既存公園の
充実や適正な配置が必要であると考え
られる。

老朽化した施設整備に合わせ、市民
ニーズに合わせた整備を検討する必要
がある。

長期未整備の都市計画公園を含め、公
園を適正に配置し、既存公園を集約化
することで、管理施設の縮小による維
持管理費等の低減が図られる。

適正な維持管理を継続する必要がある。

銭函パークゴルフ場は暫定整備という
位置付けで開設されていることから、
今後の位置付けについて、関係機関と
の協議が必要である。

新規都市緑地の必要性について検討を
行う必要がある。

④うるおいのある都市景観の創出



景観形成に関する課題

77

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題４-２

〔主要施策⑥〕(P13)
公園緑地の質的向上

公園施設長寿命化計画に基づき、老朽
化した既存公園施設の維持管理及び更
新を進めた。

公園施設長寿命化計画に基づき、老朽
化した既存公園施設の維持管理及び更
新の実施により、ライフサイクルコス
トの縮減が図られることから、今後も
継続して行う必要がある。

➡
既存公園を継続して整
備するとともに、市民
ニーズに対応した適正
な公園配置や機能の集
約をしていく必要があ
る。

バリアフリー化が実施されていない公
園については、市民ニーズに応じて整
備の検討を行う必要がある。

冬期間の市民ニーズを把握し、活用方
法について検討が必要である。

公共公益施設の整備当たっては、必要
に応じて関係機関との協議が必要であ
る。

〔アンケート①〕(P30)
公園や緑地、水辺の環境
に関する、今後重点をお
くべき事について

全体として「住宅地周辺にある既存の
公園の充実を図る」が46.3％と最も多
く、次いで「既存の大型公園の充実を
図る」が39.5％となっている。

新たな公園整備よりも、既存の公園の
充実が望まれていることが伺える。

〔アンケート②〕(P30)
お住まいの地域の「たか
らもの」、「将来へ残し
たいもの」について

全体として公園に関する意見が100件
と最も多くなっている。

公園に対する関心が高く、また、意見
全体を通して自然環境や街並みの景観
の保全が望まれていることが伺える。

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

④うるおいのある都市景観の創出



景観形成に関する課題

78

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題５

〔主要施策⑦〕(P14､15)
公共公益施設の緑化

公園愛護会やフラワーマスターなどと
協働し、緑化活動は実施したが、樹木
等に関する苦情が多様化しており、樹
木等による緑化は実施していない。

緑化活動の担い手の確保のため、市
民・事業者への支援方法について検討
が必要であり、樹木等の在り方につい
ては市民ニーズに合わせた緑化の推進
を検討する必要がある。

➡
都市景観の大きな要素
である緑化の充実に向
けて、市民・事業者・
行政の協働による緑の
創出をしていく必要が
ある。

今後は水辺環境の生物多様性の確保へ
の取組のため、河川や緑地の一体的な
保全が必要であると考えられる。

緑化後の維持管理方法を視野に入れた
緑化の推進方法について、関係機関と
の協議が必要である。

〔主要施策⑬〕(P21)
市民参加の体制づくり

フラワーマスターなどから助成などの
要請がなかったことから、実施してい
ない。

緑化活動等を行うボランティア団体へ
の支援方法の検討など、市民・事業
者・行政が一体となって緑化活動を推
進する体制づくりを形成する必要があ
る。

〔アンケート⑬〕(P34)
みどりづくりやイベント
（自然観察会、植樹会な
ど）への参加の有無

全体として「参加したことがなく、今
後も参加しない」が54.8%と最も多く、
次いで「参加したことはないが、今後
は参加したい」が33.0％となっている。

イベントへの参加意思がある市民が一
定割合いることから、市民ニーズに
合った開催内容の検討が必要と考えら
れる。

〔アンケート⑭〕(P34)
イベントに「参加したこ
とがない」理由について

全体として「参加する時間がない」が
42.8%と最も多く、次いで「実施して
いることを知らなかった」が41.6％と
なっている。

イベントに関する周知方法について検
討する必要があると考えられる。

④うるおいのある都市景観の創出



景観形成に関する課題
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主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題６

〔主要施策⑦〕(P14､15)
公共公益施設の緑化

公園愛護会やフラワーマスターなどと
協働し、緑化活動は実施したが、樹木
等に関する苦情が多様化しており、樹
木等による緑化は実施していない。

緑化活動の担い手の確保のため、市
民・事業者への支援方法について検討
が必要であり、樹木等の在り方につい
ては市民ニーズに合わせた緑化の推進
を検討する必要がある。

➡
町内会やボランティア
団体などが主体となる
公園等の美化活動にお
ける行政の支援をして
いく必要がある。

今後は水辺環境の生物多様性の確保へ
の取組のため、河川や緑地の一体的な
保全が必要であると考えられる。

緑化後の維持管理方法を視野に入れた
緑化の推進方法について、関係機関と
の協議が必要である。

〔主要施策⑬〕(P21)
市民参加の体制づくり

フラワーマスターなどから助成などの
要請がなかったことから、実施してい
ない。

緑化活動等を行うボランティア団体へ
の支援方法の検討など、市民・事業
者・行政が一体となって緑化活動を推
進する体制づくりを形成する必要があ
る。

〔アンケート⑬〕(P34)
みどりづくりやイベント
（自然観察会、植樹会な
ど）への参加の有無

全体として「参加したことがなく、今
後も参加しない」が54.8%と最も多く、
次いで「参加したことはないが、今後
は参加したい」が33.0％となっている。

イベントへの参加意思がある市民が一
定割合いることから、市民ニーズに
合った開催内容の検討が必要と考えら
れる。

〔アンケート⑭〕(P34)
イベントに「参加したこ
とがない」理由について

全体として「参加する時間がない」が
42.8%と最も多く、次いで「実施して
いることを知らなかった」が41.6％と
なっている。

イベントに関する周知方法について検
討する必要があると考えられる。

④うるおいのある都市景観の創出



景観形成に関する課題
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主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題７

〔アンケート②〕(P30)
お住まいの地域の「たか
らもの」、「将来へ残し
たいもの」について

全体として公園に関する意見が100件
と最も多くなっている。

公園に対する関心が高く、また、意見
全体を通して自然環境や街並みの景観
の保全が望まれていることが伺える。

➡
旧国鉄手宮線の観光拠
点間を結ぶ歩行者空間
の歴史的な街並みを回
遊できる散策ネット
ワークの活用を検討し
ていく必要がある。

〔アンケート⑫〕(P33)
小樽にあると良いと思う
公園について

全体として「花が多く季節の楽しみが
ある公園」が34.0%と最も多く、次い
で「ウォーキングができる公園」が
29.9％となっている。

公園整備に関しては、多用途に対応す
ることが求められている。

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

④うるおいのある都市景観の創出



景観形成に関する課題

81

主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題８-１

〔アンケート③〕(P30)
お住まいの地域のイメー
ジについて（現在）

全体として「自然に恵まれた静かな地
域」が41.5％と最も多く、次いで「住
宅が建ち並ぶ地域」が36.5％となって
います。地区別で見ると、ほとんどの
地区が「自然に恵まれた静かな地域」
もしくは「住宅が建ち並ぶ地域」を最
も多く選択する中、「中央地区」は、
「観光客が多い地域」が最も多くなっ
ている。

自然に恵まれた静かな住宅地と感じて
いる市民が多い結果となった。

➡
住宅地、商業地、工業
地においては、美観の
向上に寄与する緑化施
策の体系的な推進をし
ていく必要がある。

〔アンケート④〕(P31)
お住まいの地域のイメー
ジについて（将来）

全体として「自然や緑が豊かなまち」
が27.9％と最も多く、次いで「安心で
きるまち」が27.2％となっています。
地区別でも、多くの地区で上記2項目
を選択する中、「手宮地区」と「中央
地区」は「文化や歴史などを感じさせ
るまち」が最も多くなっている。

自然や緑が豊かで安心できると感じら
れていることが伺える。

〔アンケート⑤〕(P31)
魅力的なまちにするため
のアイディアや提案

全体として公園整備や緑化推進に関す
る提案が93件となっている。

全体として公園整備に関する意見が最
も多く、幅広い年代や多用途に対応す
ることが提案されている。

〔アンケート⑥〕(P31)
お住まいのまわり（住宅
の庭や公園、背後の樹林
地など）のみどり豊かさ
について

全体として「豊かと感じている」割合
は72.4%となっています。地区別では、
塩谷地区では、その割合が88.4%と最
も多いが、中央地区では「豊かと感じ
ていない」割合が62.4％となっている。

中央地区における緑の充実が課題であ
ることが伺える。

④うるおいのある都市景観の創出



景観形成に関する課題
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主要施策及び
アンケート

実施結果 解析結果 課題８-２

〔アンケート⑦〕(P32)
お住まいのまわりの道路
（街路樹や花壇など）の
みどり豊かさについて

全体として「豊かと感じている」割合
は47.7%、「豊かに感じていない」割
合が49.0％となっています。地区別で
は、中央地区は「豊かではないと感じ
ている」割合が73.1％となっている。

中央地区の道路における緑の充実が課
題であることが伺える。

➡
住宅地、商業地、工業
地においては、美観の
向上に寄与する緑化施
策の体系的な推進をし
ていく必要がある。

〔アンケート⑮〕(P34)
「みどりとのふれあい」
に期待していることにつ
いて

全体として「健康づくりや気分転換」
が42.6%と最も多く、次いで「風景や
自然を守り育てる」が39.1％となって
いる。

自然を感じながら健康利用できる施設
整備を検討する必要があると考えられ
る。

④うるおいのある都市景観の創出


